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第１  島本町情報公開制度の概要  

 

１ 情報公開制度の趣旨 

 

 本町では、昭和59年４月から情報公開制度を実施しています。その大きな

動機としては、まちづくりの基本理念である住民参加を真に保障するうえに

おいて、情報公開制度が必要不可欠であるということが挙げられます。国民

主権の原理に基づき主権者である住民が町政に参加するためには、それにつ

いての十分な知識と情報が得られなければなりません。住民の意思決定や行

動は、提供される情報の質と量、その提供のされ方によって大きく左右され

るといわれています。 

本町では、町（実施機関）が保有する情報は、住民の共有財産であると位

置付け、非公開とする情報を必要最小限にとどめ、住民が必要なときに必要

な情報を入手できるよう住民の「知る権利」を制度的に保障し、本町の諸活

動を「住民に説明する責務」が全うされるようにし、本町の町政運営の基本

理念である「住民参加の町政」を実現するための必要な措置を定めたもので､ 

その主な内容は以下のとおりです。 

 

２ 情報公開制度の概要 

 

⑴ 公開の原則 

 実施機関が保有している情報は、住民共有の情報であり、公開を原則と

している。従って非公開とすべき情報の範囲は、必要最小限にとどめ「決

裁過程（意思形成過程）の情報」も制度の対象となる。 

⑵ プライバシー保護 

 個人に関する情報は、基本的人権の擁護が最優先という観点から原則非

公開とする。 

⑶ 対象情報 

 実施機関の職員が職務に関して作成し、又は取得した組織共用する情報

で、紙等以外の媒体（電磁的記録）についても対象とする。 

⑷ 実施機関 



2 

 

 情報公開制度は、次のとおり町のすべての実施機関で実施されている。

町長、議会、教育委員会、監査委員、選挙管理委員会、農業委員会、公平

委員会、固定資産評価審査委員会、水道事業及び下水道事業の管理者の権

限を行う町長。 

⑸ 請求権者 

 実施機関に対して情報の公開を請求できるものは、次のいずれかに該当

するものである。 

ア 本町に在住、在勤及び在学する者 

イ 本町に事務所若しくは事業所を有する法人その他の団体 

ウ 本町の行政に利害関係を有するもの 

⑹ 非公開情報 

 法律等により公開が禁止されているものをはじめ、個人に関する情報や

公開することによって行政の公正、円滑な運営に支障がある情報等が非公

開となっている。 

⑺ 第三者情報 

  請求された情報に第三者（国等及び請求者以外のもの）に関する情報が

記載されている場合には、第三者の権利利益を保護するため、意見聴取に

関する手続きを規定している。 

⑻ 公開の方法 

 公開は、実施機関の定める場所・日時に、原本若しくは当該複製物を無

料で閲覧する方法又は写しを交付し、若しくは郵送する方法で行う。写し

の交付及び送付に要する費用については、請求者の実費とする。 

⑼ 審査請求の処置 

 請求者及び第三者（⑺に該当するもの）は、実施機関の処分に対し審査

請求を行うことができる。この場合、実施機関は、情報公開・個人情報保

護審査会に諮問し、答申を得て、これを尊重して審査請求に対する裁決を

行う。
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第２ 島本町情報公開条例の趣旨と解説  

 

  （目的） 

第１条  この条例は、開かれた町政を推進する上において、住民の

「知る権利」の保障が必要不可欠であることに鑑み、町政に関する

情報の公開に係る必要な事項を定め、町の保有する情報の一層の公

開を図り、もって町の諸活動を住民に説明する責務が全うされるよ

うにするとともに町政の民主的発展に寄与することを目的とする。  

 

【趣 旨】 

 本条は、この条例の目的を明らかにしたものであり、基本的な考え方を示

すもので、解釈及び運用の指針となるものである。 

  

【解 説】 

１ 全国でも早い時期に、本条例を制定した動機は、「開かれた町政」の推

進であり、住民の「知る権利」の保障が必要不可欠であるためであった。 

これは、本町の行政運営の基本理念である「住民参加の町政」の実現に

は、「開かれた町政」の推進が前提条件であることによる。そのためには

町政に関する情報の公開が必要不可欠であることに鑑み、制定当時から住

民の「知る権利」を制度的に保障しており、かつ、平成16年１月に行った

島本町情報公開条例（以下「条例」という。）の一部改正で、住民に「説

明する責務」が全うされるようにすることが加えられ、住民参加のまちづ

くりの推進に寄与することを定めたものである。 

２ 「知る権利」について、これまでの判例では、表現の自由や言論出版の

自由等基本的人権の保障から、憲法では、国民主権の原理から導き出され

ている。住民主権の原理に基づき「住民自治」を基本的要素とする地方自

治においても住民の知る権利が確保されることは当然とされるところであ

る。従って、知る権利を実定法上の権利として明確に位置付け、町が保有

する情報が住民に提供され、かつ公開されることによって、初めて「開か

れた町政」の推進が可能となる。 

３ 「町の諸活動を住民に説明する責務が全うされるようにする」とは、住

民に対し、本町の諸活動の状況を具体的に明らかにし、自ら進んで住民に

説明する責任を果たす必要があることを明示したものである。 

  そもそも、町政は、住民の信託に基づくものであり、町政を推進してい
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く過程で作成され、又は取得された情報を主権者である住民に明らかにし

ていかなければならないのは当然のことである。 

４ 「町政の民主的発展に寄与する」とは、この条例により、住民に町政に

関する情報の閲覧等を請求する権利（条例第４条）を保障することによっ

て、 

⑴ 町政に対する住民の理解を深めるとともに、住民と町との信頼関係の

増進を図る。 

 ⑵ 積極的な住民参加を保障する。 

 ⑶ 住民生活の充実に役立てる。 

 ⑷ より公正で能率的な行政の推進を図る。 

が、推進され、町政の民主的な発展につながるものと考える。 

 

【運 用】 

１ この条例制定の主たる目的は、従来、制度として保障されていなかった

住民の町政に関する情報の閲覧等を求める権利を制度的に保障しようとす

るものである。従って、権利を行使しやすいよう請求から公開までの事務

手続きの簡素化、事務処理時間の短縮等住民の利用しやすいシステムとす

る。 

  また、条例が制定されたことによって閲覧者の手続きが従来より反って

複雑になり、請求者に不便を与えることのないように配慮するものとする。 

２ 本町の諸活動の状況を説明する手段として、行政資料コーナーやホーム

ページの充実を図り、本町の議会関係情報や各種計画並びに重要施策等が

閲覧できるようにする。また、利用や公開請求の頻度の高い情報について

は、可能な情報については資料化し、情報公開請求がなくても公開できる

ように担当課が留意し、行政資料コーナーへの備え付けやホームページへ

の掲載等により、整備するように努めるものとし、情報公開と一体となっ

た運用を図るものとする。また、個々の事務事業の実施にあたっても種々

の方法により情報を提供し、その円滑な推進の確保に努めなければならな

い。 

また、諸活動の状況の概略については、広報等種々の方法で情報提供を

図る。 

３ この条例は、情報の提供等を禁止し、又は制限するものではなく条例第

１条及び第15条（情報の提供）に基づき必要な情報は、住民に積極的に提

供する義務を負うものである。 
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【趣 旨】 

 本条は、本条例の根幹にかかわる基本原則を明らかにしたものである。 

 

【解 説】 

 前段は、原則公開の精神を実現したものであるが、町の保有する情報は、

住民の付託によって作成し又は取得されたものであり、住民共有の情報であ

るとの認識が必要となる。従って、非公開情報（条例第５条）の範囲は、原

則公開の精神に基づいて厳格に解釈するものとする。 

 後段は、原則公開を基本とする情報公開制度であっても、個人に関する情

報で、他人に知られたくない情報がみだりに公開されないよう最大限配慮し

て、この条例の解釈及び運用をする旨を明らかにしたものである。 

 本条例では、個人に関する情報で、個人の秘密、個人の私生活その他、他

人に知られたくない情報いわゆるプライバシーに関する情報は非公開として

いる。 

 

【運 用】 

 基本的人権の保護は何にもまして最優先されるべきであり、情報公開とい

えども例外ではなく個人情報の取り扱いについては最大限配慮されなければ

ならない。個人に関する情報の公開、非公開は条例第５条第１項第２号にお

いて定めているので、「特定の個人が識別され得る情報」を個人情報の趣旨

に則り適用するものとする。 

 

 

 

 

 

 

  （公開の原則） 

第２条 前条の目的を達成するために、町の所持又は保管（以下「管理」

という。）するすべての情報は、住民共有の情報として積極的に公開す

るものとする。この場合においては、個人に関する情報で他人に知られ

たくない情報が、みだりに公開されないように最大限の配慮をしなけれ

ばならない。 
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（定義） 

第３条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ

当該各号に定めるところによる。 

⑴ 「情報」とは、実施機関の職員が職務に関して作成し、又は取得

した文書、図面及びこれらを撮影したマイクロフイルム、写真並び

に電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては

認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。）

であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、実施

機関が管理している保存期間内のすべての情報をいう。  

  ⑵ 「住民」とは、本町に住所を有する者又は勤務する者及び在学す

 る者並びに本町に事務所若しくは事業所を有する法人その他の団体

 及びその他町の行政に利害関係を有するものをいう。  

⑶ 「実施機関」とは、町長、議会、教育委員会、監査委員、選挙管理

委員会、農業委員会、公平委員会、固定資産評価審査委員会並びに水

道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長をいう。 

 

【趣 旨】 

本条は、この条例における中心的な用語について定義したものである。 

 

【解 説】 

１ 第１号は、情報の定義を行うことにより、この条例の対象となる情報の

範囲を定めている。 

⑴ 「実施機関の職員」とは、実施機関が職務上指揮監督権を有するすべ

ての職員をいう。 

 ⑵ 「職務に関して」とは、実施機関の職員が法令（法律、政令、省令等､

以下同じ）又は条例等（条例、規則、規程、訓令、通達、要綱等、以下

同じ）により自己に与えられた任務又は権限の範囲内において作成し、

又は取得した場合をいい、文書等に関して自ら法律上の作成権限又は取

得権限を有するか否かは問わない。 

なお、次のようなものも含むものとする。 

  ア 地方自治法第２条第９項に規定する法定受託事務 

イ 同法第180条の２又は第180条の７の規定により実施機関又はその職

員が受任し、又は補助執行している事務について作成し、又は取得し

た場合 

  ウ 同法第252条の17の２に基づき大阪府から移譲を受けた事務 
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 ⑶ 「作成し、又は取得」とは、作成し、又は取得した情報で、「組織的

に用いるもの」となる時点を具体的に示すと、次のとおりである。 

  ア 作成されたものについては、組織的に検討に付された時点以後のも

 の 

  イ 取得したものについては、受領した時点以後のもの 

⑷ 「実施機関の職員が組織的に用いるもの」とは、作成又は取得した

文書が職員個人の検討段階のものにとどまらず、組織としての共用文

書の実質を備えた状態、すなわち当該実施機関の組織において業務上

の必要性から利用・保存している状態にあるものをいう。  

⑸ 「管理している」とは、実施機関の職員が組織的に用いるものとし

て実施機関が利用・保存している状態のものを意味する。  

⑹ 「保存期間内」とは、島本町文書取扱規程（以下「規程」という｡）

に基づく保存年限をいう。 

２ 第２号は、住民の定義を行うことにより、この条例に基づく権利を行使 

することのできる者の範囲を定めている。 

 ⑴ 「本町に住所を有する者」とは、町内に生活の本拠を有する個人をい

う。 

 ⑵ 「勤務する者」とは、町内の事務所又は事業所に勤務している個人を

いう。 

 ⑶ 「在学する者」とは、町内の学校、各種学校その他の施設において教

育を受けている個人をいう。 

 ⑷ 「本町に事務所若しくは事業所を有する法人その他の団体」とは、町

内に本支店その他の事務所又は事業所を有する法人及び法人格を有しな

い自治会、Ｐ.Ｔ.Ａ等の団体をいう。 

 ⑸ 「その他町の行政に利害関係を有するもの」とは、町の行政により自

己の権利、利益等に直接影響を受け、又はそのおそれのある個人又は法

人その他の団体をいう。 

３ 第３号は、この条例により、情報公開制度を実施する機関を定めている｡ 

 「実施機関」とは、地方自治法及び地方公営企業法により独立した権限

を行使することができるすべての機関をいう。 

  福祉事務所長は、独立して所管事務を管理・執行する権限を有するが、

町長を実施機関とする。 

  地方自治法第138条の４第３項の規定に基づき、町長その他の執行機関に

設置された附属機関（以下「附属機関」という。）については、設置した
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執行機関に含まれるものとする。 

 

【運 用】 

１ 情報公開の対象となる情報は、実施機関の職員が職務に関して作成し、

又は取得した情報で、組織的に用いるものとして、実施機関が規程に基づ

いて管理している保存期間内のすべての情報とする。 

ア 文書 

   文字又は符号を用い、永続すべき状態において、紙等の上に情報

   が記載されたものをいう。（台帳、カード等を含む） 

イ 図面 

   記号又は線等を用い、永続すべき状態において、紙等の上に情報

   が記載されたものをいう。（地図、設計図等をいう） 

ウ 文書、図面を撮影したマイクロフイルム 

エ 写真 

オ 電磁的記録 

「電磁的記録」とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚に

よっては認識できない方式で作られた記録を指す。具体的には磁気

テープ（録音テープ、ビデオテープ等）、磁気ディスク（ハードデ

ィスク等）、光磁気ディスク（ＭＯ等）、光ディスク（ＣＤ－Ｒ

等）、メモリーカード（ＳＤカード等）、ＵＳＢメモリー等（以下

「電磁的記録媒体」という。）に記録されたものをいう。 

２ 職員が職務を執行する過程において備忘的に作成したメモや起案文書の

下書き等に類するもの（以下「メモ等」という。）は、規程に基づく管理

がされていない文書であるので対象にならない。ただし、メモ等が前号ア

～エの情報に添付されている場合、又は職務上必要なものとして組織的に

用いるものとして管理されている場合は対象となる。 

３ 「組織的に用いるもの」とは、作成又は取得した文書が、業務上必要な

ものとして当該職員個人において自由に廃棄等の処分が出来ないものをい

う。 

  従って、ファイルされている正式文書とは別に職員が自己の執務の便宜

のために保有する複写物や個人的な検討段階のメモで未だ組織的な検討に

付されていないもの等、個人で自由に廃棄しても組織上・職務上支障がな

い個人のメモ、個人用の控え等は、これに該当しない。 

  また、職員が起案文書や資料等の作成のためにコンピューター等を利用
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して補助的に作成した電磁的記録は、当該職員個人において自由に廃棄等

の処分ができる場合が多いと考えられる。しかし、当該電磁的記録が、実

施機関の組織において業務上必要なものとして利用・保存されるに至った

場合は、職員個人が思索中に作成したものとは言えず、「組織的に用いる

もの」に該当する。 

  なお、職員宛の私信や実施機関が単に預かって保管中のもの等は除かれ

る。 

  「組織的な検討に付されたもの」とは、原則として、課長級（施設長を 

含む）以上の職にある者を含む複数の職員による検討に付され、その結果､ 

これらの者が共用するに至ったものをいう。 

  また、「受領した時点」とは、町に到着した時点をいうが、職員が個人

として取得した文書にあっては、閲覧に供する等により、組織としての共

用を開始した時点を意味する。 

  「組織的に用いるもの」に該当する具体例としては、次のようなものが

考えられる。 

  ア 起案者が、文書処理簿に記載した起案文書 

  イ 庁議・課長会議において提出された資料 

  ウ 課長級以上の職員への説明、検討に用いられた文書等で共用化され

たもの 

  エ 組織的な検討を経て管理されるに至った電磁的記録 

  オ 電磁的記録（電磁的記録媒体に記録されたもの）で提出されたもの 

  「実施機関が管理している」とは、実施機関の職員が組織的に用いるも

のとして実施機関が利用・保存している状態のものを意味する。こうした

文書は、例外なく規程に従い、適正に管理しなければならず、規程に定め

られた保存期間が終了し、廃棄の決定がなされるまでは、公開請求の対象

になる。 

このように、文書等が情報に該当するためには、その文書等について、

実施機関の職員が「職務上作成し、又は取得した」ものであり、「実施機

関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が管理しているもの」

という上記の用件が満たされる必要がある。（紙の文書と電磁的記録等複

数の記録媒体で同じ内容の文書等が存在する場合であっても、これらが情

報に該当するかどうかは、それぞれが情報の要件を満たしているかどうか

によって判断されることになる。） 

  従って、ある文書等が情報に該当するかどうかの判断は、時間的経過や
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その文書等の処理経過等により異なってくるものであり、文書等そのもの

の内容や性質により一律に判断することはできない。例えば、組織的に検

討に着手する前の、職員個人が思索中に作成した単なるメモや個人として

入手した参考資料は、個人の検討段階のものにとどまる限りでは情報には

該当しないが、こういったものも、組織的な検討に付される等により、実

施機関において利用・保存されるものとして管理されるに至った場合には、

情報に該当することとなる。 

  また、実施機関に対する要望（苦情・意見・申入れ等を含む）で、特定

の個人又は法人等（以下「個人等」という。）が識別できない投書等があ

る。ここでいう「投書等」には、実施機関そのものに対することや職員又

は職員以外の者（公務員以外の者）に関すること等があり、個人等の名誉

やプライバシー又は個人情報に関するものが含まれている場合がある。そ

れに記載された内容が正当なものであるか否かが認識できない場合、実施

機関が組織的な検討を加えたり、業務上の必要性から利用・保存したりし

ない事例がある。この状態においては、管理していることにならないので

情報とはならない。ただし、実施機関が規程に基づいて管理している場合

は、情報となることは当然である。 

４ 協議会等の事務局が町の担当課に置かれているときや、担当部課長が幹

事等になっているとき、その事務局の事務を担当している職員が入手、作

成、保管している協議会等の情報は、その担当課の職員が実施機関の職員

として職務上作成し、又は取得したものと認められるので、担当課である

実施機関が管理しているものと考えられることから対象となる。そのため、

当該協議会等に本条例に基づく情報公開の対象となることをあらかじめ伝

え、適切な事務執行に努めることとする。なお、担当課の職員が、その事

務局等の事務について職務専念義務（地方公務員法第35条）の免除を受け

て事務局職員として従事している場合、その職員が取得した情報は当該事

務局のものであることから、本条例の対象外となる｡ 
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（閲覧等を請求する権利） 

第４条 住民は、実施機関に対し、情報の閲覧及び写しの交付（以下「閲

覧等」という。）を請求することができる。ただし、当該個人に関する

情報の閲覧等については、個人情報の保護に関する法律（平成15年法律

第57号）及び島本町議会の個人情報の保護に関する条例（令和５年島本

町条例第１号）の規定による。 

 

【趣 旨】 

 本条は、この条例に基づく住民の権利として「情報の閲覧及び写しの交付」

を請求する権利を定めている。 

 

【解 説】 

本条は、住民の権利として「情報の閲覧及び写しの交付」を請求する権利

を認めたものである。ただし、請求者が未成年者や成年被後見人等の行為無

能力者である場合については、法定代理人による請求を認めるものとする。 

 なお、ただし書により、請求者本人の個人情報の閲覧等は、情報公開制度

に依らず「個人情報の保護に関する法律」（以下「保護法」という。）の

制度により公開請求するものとする。 

 

【運 用】 

 情報公開制度により公開される情報は、請求者の個別的事情によって公開

決定等の結論に影響が及ぶものではない。 

 つまり、請求者が誰であるかは考慮されず、条例の規定により公開決定等

を行うので、その旨を説明し、請求者本人の個人情報が含まれている情報の

閲覧等については、保護法により、公開請求するよう教示するものとする。  

 情報公開の請求権を有するもの以外のものからの公開の申し出についてそ

れに応ずるかどうかは、その申し出の趣旨、目的を勘案のうえ判断し、情報

の提供により行うものとする。 

 なお、「情報の貸し出し」等の方法による公開の請求については、この条

例の定めるところでなく、その請求に応ずるかどうかは、当該請求の趣旨、

目的を勘案のうえ、個別に判断するものとする。 
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（非公開情報） 

第５条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する情報を除き公開し

なければならない。 

⑴ 法令又は条例等の規定により明らかに公開することができないと

   されている情報 

⑵ 個人に関する情報（事業を営む個人の当該事業に関する情報を除

く。）で、特定の個人が識別され得る情報。ただし、次に掲げる情

報を除く。 

ア 何人でも法令又は条例等の規定により閲覧することができる情

報 

イ 公表することを目的として作成し、又は取得した情報  

ウ  法令又は条例等の規定により行われた許可、届出その他これ

に相当する行為に際して作成し、又は取得した情報であって、

公開することが公益上必要と認められる情報  

エ 当該個人が公務員（国家公務員法（昭和 22年法律第120号）第

２条第１項に規定する国家公務員及び地方公務員法（昭和25年法

律第261号）第２条に規定する地方公務員をいう。）である場合

において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、

当該情報のうち、当該公務員の職及び当該職務遂行の内容に係る

部分 

⑶ 法人その他の団体（国、地方公共団体及び公共的団体を除く。以

下「法人等」という。）に関する情報又は事業を営む個人の当該事

業に関する情報であって、公開することにより当該法人等又は当該

事業を営む個人に著しい不利益を与えることが明らかな情報。ただ

し、当該法人等又は当該事業を営む個人の事業活動によって、人

の生命、健康若しくは心身の安全等、人の生活に著しい影響を及

ぼすことが明らかな情報で、公益上公開することが必要と認めら

れる情報を除く。 

⑷ 検査、監査、取締りの計画及び実施細目、入札の予定価格、試験

の問題その他の事務又は事業に関する情報、交渉記録その他関係者

の利害が含まれている情報及び訴訟その他の紛争事案の処理方針に

関する情報で、公開することにより行政の公正かつ円滑な執行に著

しい支障を生じることが明らかな情報  

⑸ 審議、検討、調査研究等（以下「審議等」という。）に関する情

報で、公開することにより審議等に著しい支障を生じることが明ら

かな情報 

⑹ 国、他の地方公共団体又は公共的団体（以下「国等」という。）

の機関からの協議又は依頼に基づいて作成し、又は取得した情報

で、公開することにより国等との協力関係に著しい支障を生じるこ
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とが明らかな情報 

⑺ 人の生命、身体、財産の保護、犯罪の予防、捜査及びその他公共

の安全の確保のため、公開しないことが必要と認められる情報  

⑻ 実施機関の要請を受けて、公にしないことを条件として任意に個

人又は法人等から提供されたものであって、当該条件を付すること

が当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認めら

れる情報。ただし、人の生命、健康又は心身の安全等、人の生活

に著しい影響を及ぼすことが明らかな情報で、公益上公開するこ

とが必要と認められる情報を除く。 

２ 実施機関は、前項各号に該当する情報であっても、一定の期間の経

過により同項各号のいずれにも該当しなくなった場合は、当該情報を

公開しなければならない。 

３ 実施機関は、第１項各号のいずれかに該当する情報とそれ以外の情

報とが記録されている場合において、当該該当する情報とそれ以外の

情報とが容易に分離できるときは、同項の規定にかかわらず、当該該

当する情報が記録されている部分を除いて、当該情報を公開しなけれ

ばならない。 

 

【趣 旨】 

本条は、公開原則の例外として非公開とすることができる情報の範囲を定

めるとともに、非公開の時限公開及び部分公開について定めたものである｡ 

 

【解 説】 

１ 第１項は、条例第２条の公開の原則を踏まえ、非公開情報の範囲を定め

たものであり、本項の非公開情報に該当する情報でない限り、実施機関は

閲覧等の請求に応じる義務を負うものである。 

 従って、非公開情報の範囲をあらかじめ、できる限り限定的かつ明確に

定めなければならない。本項各号に規定する非公開情報の範囲は、次のと

おりとする。 
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⑴ 第１号は、法令と条例等との関係から非公開とすべき事項を定めたも

のである。 

 条例は、法令に違反しない限りにおいて制定することができるものと

されている。従って、既に法令又は条例等の定めるところにより明らか

に公開することができないとされている情報については、この条例にお

いても非公開とする。 

 その具体例については、次のような事例が考えられる。 

ア 明文の規定をもって閲覧又は写しの交付が禁止されている情報（印

鑑登録に関する一切の書類、訴訟に関する書類 

イ 目的外使用が禁止されている情報（基幹統計調査票） 

ウ 地方税法等により守秘義務が課せられている情報（町・府民税の申

告書類） 

エ 手続きの非公開が定められている調停等の情報 

オ 未公表の著作物で開示する旨の決定の時までに別段の意思表示がさ

れた著作物（著作権法第18条第３項第３号）等 

カ その他法令の趣旨、目的からみて公開することができないと明らか

に認められる情報（戸籍法第10条第２項等） 

 

【情報分類基準（規則第３条）】 

第１号 法令又は条例等の規定により明らかに公開することができないとされている

情報 

分     類 情報の内容の例示および説明 

島本町印鑑条例第18条（閲覧の禁止） 

 

消防法第４条第４項（秘密の保持） 

 

消防法第16条の５第３項（秘密の保持） 

 

地方税法第22条（秘密漏えいに関する罪） 

統計法第40条（調査票情報等の利用制限） 

刑事訴訟法第47条（公開の制限） 

 

戸籍法第10条第２項（公開の制限） 

住民基本台帳法第35条（守秘義務） 

 

その他法令の趣旨、目的からみて公開する

ことができないと明らかに認められる情報 

印鑑に関する一切の関係書類  

 

火災予防のための立入り検査で知り

得た事項 

危険物の貯蔵・取扱上の火災防止の

ための立入り検査で知り得た事項 

地方税に関する調査で知り得た事項 

国勢調査、住宅・土地統計調査、商

業統計調査等 

訴訟に関する書類 

戸籍謄抄本等の不当目的による請求 

住民基本台帳に関する調査で知り得

た事項 
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⑵ 第２号は、個人の基本的人権の尊重という観点から定めており、知る

権利の保障と個人に関する情報の保護という相反する要求に対し、個人

に関する情報の保護を優先させ原則的に非公開とすることを明確に規定

したものである。 

   なお、個人には、生存する個人のほか、死亡した個人も含まれる。 

  ① 本号による「非公開とすることができる情報」は、次の２点から成

り立っている 

 ア 個人に関する情報であること。（ただし、事業を営む個人の当該

事業に関する情報は除く。） 

 イ 特定の個人が識別され得る情報であること。 

② 個人に関する情報で特定の個人が識別され得る情報であっても、事

業を営む個人の当該事業に関する情報は非公開情報から除外している。

 ここで言う「事業を営む個人の当該事業に関する情報」とは、法人

等の行為そのものと評価される情報であり、法人等の代表者やこれに

準ずる者が当該法人等の職務として行う行為やその他の者が権限に基

づいて当該法人等のために行う契約の締結等に関する情報がこれにあ

たる。これらの情報は、第３号に該当する情報であり、公開・非公開

の判断は第３号の規定に基づいて行うこととなる。 

③ 「特定の個人が識別され得る情報」とは、特定の個人が当該情報か

ら判別でき、又は判別できる可能性がある情報をいう。従って、一般

的には、特定の個人が判別できる第一義的要素は氏名及び住所（以下

「氏名等」という）であるから、氏名等が記載されていれば「特定の

個人が識別され得る」情報となるので「一部公開」の原則に従い、こ

れらを覆うなどして公開するものとする。 

  なお、氏名等を覆うなどしても、それ以外の部分の情報から特定の

個人が推測できるものであれば、当該部分を非公開とし、分離が容易

でないものについては全体を非公開とする。 

④ 「プライバシーに関する情報」と「個人に関する情報」とは同一で

はないので、具体的な内容及び保護されるべきプライバシーの範囲が

何であるかについて画一的な結論を出すことは困難である。従って、

何人が考えても明白にプライバシーと思われるものはもとより、プラ

イバシーであるかどうか不明確であるものをも含めて非公開とする措

置を講じつつ､本号ただし書において公開することができる措置を講じ

たものである。 
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ア ただし書アについて 

   「法令又は条例等」とは、第５条第１項第１号と同様である。 

イ ただし書イについて 

   この項目に該当する情報としては、次のようなものがある。 

  ａ．公表することを前提として本人から任意に提供された情報 

  ｂ．個人が自主的に公表した資料から何人でも知ることができる情

    報 

  ｃ．公にすることが慣行となっていて、公表しても社会通念上個人

のプライバシーを侵害するおそれがないと認められる情報 

ウ ただし書ウについて 

   法令又は条例等の規定により行われた許可、届出その他これに相

当する行為に際して作成し、又は取得した情報であって、公開する

ことが公益上必要と認められる情報については、公開することがで

きる措置を講じたものである。 

エ ただし書エについて 

「公務員」とは、一般職、特別職、常勤、非常勤を問わず、国及

び地方公共団体の職員のほか、国会議員、地方議会の議員等すべて

の公務員をいう。また、公務員であった者が当然に含まれるもので

はないが、公務員であった当時の情報については、本規定は適用さ

れる。 

公務員の職務遂行に係る情報の中には、特定の公務員個人を識別

することができる情報を含むものが多いが、町の諸活動を住民に対

して説明する責務を全うするようにする観点から、当該公務員の職

名及び職務遂行の内容に係る部分はもちろんのこと、その氏名につ

いても、当該公務員の個人情報として保護すべき場合を除き、判例

の趨勢や社会的要請の観点から実務上の取扱いとして公開すること

とする。 

   公開すべき公務員の氏名は、次のものが考えられる。 

  ・起案文書に記載された起案者名及び決裁者名並びにそれらの印影 

  ・会議に出席した者や出張した者の氏名 

「職務遂行に係る情報」について、組織上の地位に基づいて所掌

する事務を遂行したことにより記録される情報をいい、当該公務員

等の住所、生年月日、職員の人事管理上保有する健康情報等職務遂

行と直接関係のない情報については、該当しない。また、この情報
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が同時に他の公務員の個人に関する情報であり得る場合に注意する

必要がある。例えば、本町の保健師が本町の公務員の健康相談を行

った場合、当該健康相談に関する情報は、当該保健師にとっては当

該職務の遂行に係る情報であるが、当該町職員にとっては職務遂行

との関連はなく、町職員の私的情報であり個人に関する情報として、

原則的に非公開とされることになる。 
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【情報分類基準（規則第３条）】 

第２号 個人に関する情報で、特定の個人が識別され得る情報 

               

大分類 小分類 情報の内容の例示および説明 

１  戸籍-身分

に関する情報 

 氏名、性別、生年月目、出生地、国籍、本

籍、住所、続柄、親族関係、結婚、離婚、死

亡、その他戸籍に関する情報等 

２  経歴に関

する情報 

⑴  学歴等に関す

る情報 

学校名、入学・卒業年度、在学期間、退学・

休学・停学等記録、クラブ活動、課外活動に

関する情報等 

⑵  職業・職歴等

に関する情報 

会社名、職種、地位、就職年度、昇格・降

格・配置転換等、職務の実績・評価、職務上

の資格、解雇・停職等処分に関する情報等 

⑶  その他経歴に

関する情報 

賞罰の経歴、補導歴、更生施設への入所歴、

団体加入歴等に関する情報等 

３  心身に関

する情報 

⑴  障害に関する

情報 

障害等の有無・部位・程度に関する情報等 

⑵  疾病、負傷等

に関する情報 

傷病名、傷病歴、傷病の原因、検査結果、傷

病の所見、治療の内容・方法、看護記録、訓

練記録に関する情報等 

⑶  その他心身に

関する情報 

健康状態、容姿、体格、体力、運動能力、血

液型、性格・性質等に関する情報等 

４ 能力、成績に関する情報 学業成績、勤務成績、各種試験成績、その他

個人の知識・技術・能力に関する情報等 

５ 思想、信条等に関する情報 思想、信条、信仰、宗教、主義、主張、支持

政党に関する情報等 

６ 財産、収入状況に関する情報 収入状況（給与所得・譲渡所得等の金額、補

償金等の収入金額等）、資産状況（不動産・

動産の種類・価格等、債券債務の内容等）、

公的扶助の受給の有無、納税額等に関する情

報等 

７  その他個

人 生 活 に 関

する情報 

⑴  家庭状況に関

する情報 

家族構成、扶養関係、同居・別居の別等に関

する情報等 

⑵  居住状況に関

する情報 

持家・借家の別、居住期間、居住の間取り、

同居人数等に関する情報等 

⑶  社会活動状況

に関する情報 

各種団体加入状況、各種行事・運動等への参

加状況、その他社会的地位・活動等に関する

情報等 

⑷  その他個人生

活に関する情報 

個人の暮らし向き状況、各種相談の内容、趣

味・嗜好、交遊関係、その他個人生活に関す

る情報等 
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第２号 ただし書ア 何人でも法令又は条例等の規定により閲覧することができる

情報                        

分   類 
情報の内容の例示および説明 

該当する情報の例示 記載内容 根拠法令 

１  公証に関

するもの 

株式会社登記簿等の

商業登記簿に記され

た情報 

目的、商号、取

締役等の氏名・

住所・資本金の

額等 

商業登記法第10条・11条 

土地登記簿・建物登

記簿に記録された情

報 

土地の所在・地

目・地積、登記

権利者の氏名・

住所、登記原因

等 、 建 物 の 所

在 ・ 種 類 ・ 構

造・床面積、登

記 権 利 者 の 氏

名・住所、登記

原因等 

不動産登記法第119条 

著作権登録原簿・出

版権登録原簿、著作

隣接権登録原簿に記

録された情報 

著作物の題号・

実演等の名称、

著作者の氏名・

国籍等 

著作権法第78条、88条、

104条 

その他公証に関し、何人でも閲覧できるとされている情報 

 

 

 

 

２ その他 

選挙収支報告書に記

録された情報 

侯補者に対して

寄附した者の氏

名・住所、寄附

金額等 

公職選挙法第192条 

都市計画概要書に記

録された情報 

建築主の氏名・

住所・建築物の

概要等 

建築基準法第93条の２ 

開発登記簿に記録さ

れた情報 

開発許可を受け

た者の氏名、予

定建築物の概要

等 

都市計画法第47条 

その他何人でも閲覧できるとされている情報 

 

 

 

 

 
 

閲 覧 を

利 害 関 係

人 等 に の

み 認 め て

い る も の

及 び 法 令

の 規 定 で

は 何 人 と

さ れ て い

て も 現 に

制 限 さ れ

て い る も

の は 含 ま

ない 
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第２号 ただし書イ 公表することを目的として作成し、又は取得した情報    

分   類 情報の内容の例示および説明 

１ 公表することを前提として本

人から任意に提供された情報 

選挙公報に登載するため候補者から提供された

情報（経歴・政見等） 

町の刊行物への寄稿等 

議会に対する請願書、陳情書 

２ 個人が自主的に公表した資料

から何人でも知ることができる

情報 

出版物に記載された著者名・著書経歴等 

３ 公にすることが慣行となって

いて、公表しても社会通念上個

人のプライバシーを侵害するお

それがないと認められる情報 

受賞者名簿、附属機関等の委員名、発令後の人

事異動、公務員の所属・氏名等の職務に関する

もの等 

 

４ 従来から公表されており、今

後とも公開しないこととする理

由のないことが明らかな情報 

審議会等の委員の氏名、民生委員児童委員名

簿、議員名簿、青少年指導員名簿、体育指導委

員名簿、発令後の人事異動、町職員の所属・氏

名等 

 

第２号 ただし書ウ 法令又は条例等の規定により行われた許可、届出その他これ

に相当する行為に際して作成し、又は取得した情報であって、公開することが公

益上必要と認められる情報 

分   類 情報の内容の例示および説明 

 道路・水路の占用許可に関する情報等 

 

第２号 ただし書エ 公務員の職務の遂行に係る情報（当該公務員の職及び職務の

内容に係る部

分）                                                      

分   類 情報の内容の例示および説明 

 起案書・復命書等及び職務遂行上の内容（プ

ライバシー情報は除く） 
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⑶ 第３号は、法人、その他の団体及び個人事業者の自由な事業活動を保

護し、これら法人等に著しい不利益を与えることを防止する観点から定

めるとともに、公益上の理由から法人等に不利益となってもなお公開す

べき情報について定めたものである。なお、国及び地方公共団体は、法

人格を有するものであるが、その公共的性格に鑑み本号からは除外し、

第４号、第５号、第６号により取り扱うものとする。 

① 「法人」とは、株式会社、有限会社等の営利法人、社会福祉法人、

学校法人等の公益法人等のすべての法人をいう。 

    「その他の団体」とは、法人格を有しないＰＴＡ、自治会、商店会

等で、団体としての名称や独自の規約をもち、かつ代表者等が定めら

れているなど、団体としての実態を有するいわゆる権利能力なき社団

等をいう。 

    「事業を営む個人」とは、地方税法第72条の２第８項から第10項ま

でに掲げる事業を営む個人のほか農業、林業を営む個人をいう。 

  「当該事業に関する情報」とは、営利を目的とするか否かを問わず､

事業活動に関する一切の情報をいう。 

なお、「著しい不利益を与えることが明らかな情報」とは、公開す

ることにより、当該法人又は事業を営む個人の取り引き、事業活動、

信用等に重大な損害を与えるおそれのあることが、明らかに認められ

るものをいう。そのため、著しい不利益は具体的に示す必要があると

同時に、客観的に見ても不利益が発生するということを示す必要があ

る。単に「知られたくない」や「不利益になるかもしれない」といっ

た理由では対象とならない。 

また、ただし書に規定する｢著しい影響を及ぼすことが明らかな情報」

とは、住民生活の保護等、公益が優先する必要のあることが明らかに

認められるものをいう。 

  ② 法人等には社会の構成員としての自由な事業活動が認められており

公開することにより法人等に「著しい不利益を与えると認められる情

報」については、非公開とすることができる措置を講じつつ、ただし

書において、「人の生命、身体等の保護、消費者の保護」等のため必

要な情報について公開することができる措置を講じたものである。 
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【情報分類基準（規則第３条）】 

第３号 法人その他の団体に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情

報であって、公開することにより当該法人等又は当該事業を営む個人に著しい不

利益を与えることが明らかな情報 

（次頁へ続く） 

大分類 中分類 小分類 情報の内容の例示および説明 

１ 生産

技術に

関する

情報 

⑴ 生産

活動の

状況に

関する

情報  

ア 生産品目、生

産量等に関する

情報 

生産品目・生産量・原材料の種類・使用

量等に関する情報等 

イ その他生産活

動の内容が明ら

かになる情報 

施設・設備の規模・構造・配置・性能、

機械設備の稼働状況等に関する情報等 

⑵  生

産活動

の 計

画・方

針等に

関する

情報 

ア 生産品目に係

る計画方針等に

関する情報 

新製品の性能・仕様・開発状況・生産工

程・生産開始時期、生産品目の生産計画

等に関する情報等 

原材料の仕入れ等の計画、出荷予定等に

関する情報等 

イ 施設・機械等

に係る計画・方

針等に関する情

報 

新規施設・プラント等に関する情報、新

設・更新等に係る機械・設備等の機種・

台数・規模・能力等に関する情報、新設

設備等の時期・経費等に関する情報等 

⑶ 技術

上のノ

ウハウ

に関す

る情報 

ア 製造・加工の

過程に係る技術

上のノウハウに

関する情報 

機械・設備等の機種・台数・規模・能力

等に関する情報、機械・設備等の利用技

術に関する情報、生産工程の管理・製品

の品質管理等に関する情報等 

イ 建築土木工事

に係る技術上の

ノウハウに関す

る情報 

設計者の考案・工夫等設計に用いる係

数・計算式等に関する情報、設計に用い

る機械等の種類・利用技術等に関する情

報等 

建築時に用いる資材の種類・組成・寸

法・加工等に関する情報・建築等の施工

に用いる機械・設備等の種類・台数・能

力・利用技術等に関する情報等 

ウ その他技術上

の秘密に関する

情報 

コンピューター等による情報処理等に係

る技術上のノウハウ等に関する情報 
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（前頁の続き） 

大分類 中分類 小分類 情報の内容の例示および説明 

２  営業・

販売活動

に関する

情報 

⑴  営 業 ・

販 売 活 動

の 状 況 に

関 す る 情

報 

ア  販 売

高 ・ 取 引

等 に 関 す

る情報 

販売実績・契約実績・契約内容等に関す

る情報、取引先・得意先等の名称・取引

の内容・実績・納品状況等に関する情

報、法人間の提携・下請等に関する情報

等 

イ  販 売 方

法 等 に 関

する情報 

商品の陳列方法・宣伝方法等に関する情

報、営業活動に関する情報等 

ウ  そ の 他

営 業 活 動

の 内 容 が

明 ら か に

なる情報 

原価・販売単価等の積算等に関する情

報、受注経路・受注単価等に関する情報

等 

⑵  営 業 ・

販 売 活 動

の 計 画 ・

方 針 等 に

関 す る 情

報 

ア  販 売 計

画 ・ 方 針

等 に 関 す

る情報 

販売計画・販売高の見込額・目標額等に

関する情報、受注計画・交渉の計画・方

針等に関する情報、事業の将来展望・経

営方針等に関する情報等 

イ  店 舗 等

施 設 計 画

等 に 関 す

る情報 

売場面積の拡張・店舗の改装等に関する

情報、営業所・事務所・支店の新設・移

設等に関する情報 

３ 信用に関する情報 借入金の額・借入れの相手方・借入れの

条件・返済計画・返済状況等借入金その

他の債務の内容に関する情報、経営状

態・資産内容等に関する情報、その他信

用上不利益を与えるおそれのある情報等 

４ 経理・人事等に関する情報 法人等の金銭の出納、経理上の処理に関

する情報等 

法人等の人事・給与・労働条件等に関す

る情報等 

※本号ただし書に該当し、公益上公開することが必要と認められる情報につ

いては31ページで例示 
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 ⑷ 第４号は、事務又は事業の公正かつ円滑な実施を確保する観点から定

めたもので、特定の者に利益を与え又は行政の事務執行の目的を損ない､

住民全体の利益に重大な損失をもたらすことを防止するのが趣旨である｡ 

① 「検査、監査、取締りの計画及び実施細目」とは、立入検査、指導、 

監査、税務調査等の事務又は事業における計画やその方針、内容等に

関する情報をいう。 

「交渉」とは、相手方との話合いによる取り決めを行うことをいい、 

その種類としては、補償、賠償に係る交渉、土地等の売買に係る交渉、

労務交渉等がある。 

    なお、「著しい支障を生じることが明らかな情報」とは、事務又は

事業の性質上、公開することにより、当該事務又は事業の目的を失わ

せ若しくは円滑な実施が著しく困難にするものをいう。 

② 本号と第５号との違いは、本号が事業の実施に関する情報であるの

に対し、第５号は内部的な審議等に関する情報であるという点にある。 
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【情報分類基準（規則第３条）】 

第４号 検査、監査、取締りの計画及び実施細目、入札の予定価格、試験の問題その他の

事務又は事業に関する情報、交渉記録その他関係者の利害が含まれている情報及び訴訟そ

の他の紛争事案の処理方針に関する情報で、公開することにより行政の公正かつ円滑な執

行に著しい支障を生じることが明らかな情報 

大分類 小分類 情報の内容の例示および説明 

１ 事務事業

の公正・適

正を確保す

るため、非

公開とする

必要のある

情報 

⑴ 公開すること

により、当該事

務事業の公正な

執行を妨げるお

それのあるもの 

実施前の試験問題、採点基準、実施前の契約予

定価格、立入検査等の計画の内容（実施日時・

対象地区・検査項目・検査方法等）に関する情

報等 

⑵ 公開すること

により、町の権

利行使が損なわ

れる等、公正な

執行を妨げるお

それのあるもの 

訴訟その他争訟事案に係る町の処理方針・顧問

弁護士との打合せの内容・準備書面案等に関す

る情報等 

⑶ 公開すること

により、経費の

増大や、事業の

実施の時期が大

幅に遅れるおそ

れのあるもの 

土地の購入に係る計画の内容・土地の所在・交

渉の相手方・交渉の方針等に関する情報、買

収・売却予定地の町内部での評価額、購入予定

品目及び数量・町内部での見積等、損失補償基

準等に関する情報等 

２ 公開することにより、反復継

続される同種の事務事業の公正

な執行を妨げるおそれのある情

報 

過去の試験問題等に関する情報で、将来の出題

傾向が推定されるもの 

過 去 の 契 約 締 結 等 に 関 す る 情 報 で 将

来の契約予定価格等が推定されるもの 

過去の損害・賠償・損失補償・用地買収等に係

る交渉経過・内容等のうち、これに当たるもの 
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⑸ 第５号は、行政における内部的な審議、検討、調査研究等が円滑に行

われることを確保する観点から定めたもので、担当者レベルの検討素案

や機関として未決定の検討案のように未成熟な情報や内部的な検討材料

がそのまま公開されると住民に誤解を与えるおそれがあるため、これを

防止しようとするのが趣旨である。 

 なお、「著しい支障を生じることが明らかな情報」とは、審議等の過

程で、公開することにより住民に誤解を与えるおそれのあるもの又は公

開することにより審議の円滑化を困難にするものをいう｡ 

 

【情報分類基準（規則第３条）】 

第５号 審議、検討、調査研究等に関する情報で、公開することにより審議等に著

しい支障を生じることが明らかな情報 

分  類 情報の内容の例示および説明 

１ 未成熟な情報であって公

開することにより、住民に

誤解を与えるおそれのある

情報 

担当者レベルの検討素案や機関として未決定の検

討案のような情報でこれに当たるもの、人事異動

内示案、庁内事務担当者検討案、都市計画案策定

前の検討調査資料 

２ 公開することにより、自

由かつ率直な意見交換等が

阻害される情報 

審議会会議録・会議結果報告等に記録された情報

でこれに当たるもの 

３ その他公開することによ

り、審議・検討・調査研究

等に著しい支障が生ずるお

それのある情報 

附属機関の会議に関する情報で、当該機関におい

て非公開と決定されたもの 
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⑹ 第６号は、本町と国等との協力関係を確保する観点から定めたもので､

国等の発意又は協議により作成した情報の中には、公開か否かが国等の

政策的判断にゆだねられるべき性格の情報が含まれており、本町と国等

との協力関係が著しく害されるおそれのある場合、これを防止しようと

するのが趣旨である。 

 「協議又は依頼」とは、協議、依頼、照会等という相手方からの文言

表現にとらわれず、国等の発意に基づき、町が受身の立場に立って行う

協議又は依頼をいう。 

 なお、「著しい支障を生じることが明らかな情報」とは、国等の発意

又は実施機関と国等の協議に基づき、実施機関が作成し、又は取得した

情報で、公開することにより国等との協力関係が害されることが明らか

なものをいう。 
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【情報分類基準（規則第３条）】 

第６号 国、他の地方公共団体又は公共的団体の機関からの協議又は依頼に基づい

て作成し、又は取得した情報で、公開することにより国等との協力関係に著しい

支障を生じることが明らかな情報 

大分類 小分類 情報の内容の例示および説明 

１  町が実施

する事務事

業に関し、

国等との間

の協議、依

頼等に基づ

い て 作 成

し、又は取

得した情報

で、公開す

ることによ

り国等との

協力関係に

著しい支障

を生じるこ

とが明らか

な情報 

⑴ 町の事務事業の

実施に関する国等

との協議に際して

作成し、又は取得

した情報のうち、

国等との協力関係

を確保するため非

公開とする必要が

ある情報 

町の事務事業計画等に対して示された国等

の見解等に関する情報で、これに当たるも

の 

事業の実施に際し、国等の間で行っている

協議に関する情報でこれに当たるもの 

町と国等との間の同種又は関連を有する事

務事業に関する情報でこれに当たるもの 

町と国等との間の協定締結に係る協議の内

容・共同実施の内容・経費分担等に関する

情報でこれに当たるもの 

⑵ 国等からの通知

等として取得した

情報のうち、国等

との協力関係を確

保するため非公開

とする必要がある

情報 

補助金の内定通知書、審議中の法律改正案

に係る解釈指針等でこれに当たるもの 

２  国等が実施する事務事業に関

し、国等との協議、依頼等に基づ

き作成し、又は取得した情報で公

開することにより国等との協力関

係に著しい支障を生じることが明

らかな情報 

調査等に際し国等から示された調査の目

的・内容・方法等に関する情報でこれに当

たるもの 

調査等の結果で国等において統一的に公表

するもの及び国等において公表するまで公

表してはならない旨の指示のある情報 

国の事務事業に係る方針、町に対する指導

等の内容に関する情報でこれに当たるもの 

国等からの意見聴取等に基づき提出した要

望書等国等の発意に基づき作成又は取得し

た情報で、これに当たるもの 

町から提出した情報であって、国等での政

策立案等の資料として用いられるもので、

これに当たるもの 
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⑺ 第７号は、公共の安全を確保する観点から定めたもので、犯罪の予防

等を有効かつ能率的に行うことが困難となる場合に、これを防止しよう

とするのが趣旨である。 

① 「人の生命、身体、財産の保護」とは、個人の生命等を犯罪等の危

険から保護し、又は当該危険を除去することをいう。 

    「犯罪の予防」とは、刑事犯であるか行政犯であるかを問わず、犯

罪行為をあらかじめ防止することをいう。 

  「その他公共の安全の確保」とは、犯罪の予防、犯罪の捜査のほか、 

平穏な社会生活、社会の風紀その他公共の安全を維持することをいう。 

  なお、「公開しないことが必要と認められる情報」とは、公開しな

いことによって人の生命、身体、財産の保護等、当該目的が有効かつ

能率的に行えるものをいう。 

② 本号は、第４号と一部重複するが、一般行政上の事務又は事業と犯

罪捜査等とはその事務内容が性格的に異なる場合があるので、独立し

て設定されたものである。 

  なお、個人が特定され得る情報でプライバシーに関する情報につい

ては、第２号で非公開とされるが、個人が特定され得ない情報であっ

ても、個人の権利利益を害すると判断する場合には本号において非公

開とするものである。 

 

【情報分類基準（規則第３条）】 

第７号 人の生命、身体、財産の保護、犯罪の予防、捜査及びその他公共の安全の

確保のため、公開しないことが必要と認める情報 

根拠条文 分  類 情報の内容の例示および説明 

第７号 

  人の生命、身

体 、 財 産 の 保

護、犯罪の予防

等公共の安全確

保のため公開し

ないことが必要

と認める情報 

１ 犯罪の予防等を有

効かつ能率的に行う

ことを困難にする情

報 

公共施設の警備日誌・選挙時の投票箱

の 搬 送 経 路 図 等 ・ 建 築 確 認 申 請 書

（控）・警備委託業務契約書・印影

（公印を除く。） 

２ その他人の生命、

身体、財産の保護に

支障を生ずる情報 

高圧ガス施設設置箇所図・液化石油ガ

ス設備工事届 
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⑻ 第８号は、情報提供者との信頼関係、協力関係を確保する観点から、

第三者（個人又は法人等）から公にしないことを条件に提供を受けた情

報の取り扱い、及び任意の情報提供者との信頼関係、協力関係を確保し､

行政の公正かつ適切な運営を確保するため、実施機関が要請して、第三

者から公にしないことを条件に提供を受けた情報については、公開しな

いことができることを定めたものである。 

「実施機関の要請を受けて」とは、実施機関から法的権限の行使に

よらず情報の提供を求められた場合を意味するもので、この要請を受

けた個人又は法人等が、その要請を拒否し得る場合のことであり、要

請を拒否する余地がない場合は、該当しない。すなわち、「任意に提

供された情報」とは、法令等の根拠に基づかず、相手方の協力等によ

り提出された情報をいい、提供義務がある情報は含まれない。  

「公にしないことを条件として」とは、情報公開請求に対して公開し

ないことはもちろんであるが、第三者に対して当該情報を提供しない意

味であり、他の目的には使用しないとの条件で情報の提供を受ける場合

も含まれるものである。 

「当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らし

て合理的であると認められる情報」とは、公にしないとの条件を付し

たことの合理性の判断は、情報の性質に応じ、提供当時の諸般の事情

を基本として判断するが、必要に応じて、その後の事情の変化も考慮

する。 

   ただし書により公開とする情報としては、人の生命、健康等への危害

等が現に生じているか又は過去に生じた事態から類推して将来そのよ

うな危害等が発生することが予測される状態が存在しており、このよ

うな危害等から住民を保護するため公開することが公益上必要な情報

がある。 

 なお、このただし書により公開しようとする場合は、任意の情報提供

者の権利利益を保護するため、条例第７条の３第２項（第三者に対する

意見書提出の機会の付与等）の手続きが必要となる。 
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【情報分類基準（規則第３条）】 

第８号 実施機関の要請を受けて、公にしないことを条件として任意に個人又は法

人等から提供されたものであって、当該条件を付することが当該情報の性質、当

時の状況等に照らして合理的であると認められる情報 

分  類 情報の内容の例示および説明 

 公開することにより、情報提供者との

協力関係、信頼関係が著しく困難になる

と認められる情報 

 各種アンケート調査に係る調査票、各

種表彰者の推薦関係書類等 

 

第３号及び第８号のただし書きに該当し、公益上公開することが必要と認められる

情報 

分  類 情報の内容の例示及び説明 

 人の生命、健康又は心身の安全等、

人の生活に著しい影響を及ぼすことが

明らかな情報 

 事業者等の活動によって生じる公

害、薬害、食中毒等、人の生命等に対

する危害に対し、未然防止あるいは現

に発生している危害の排除、拡大の防

止、再発防止等のため、公開する必要

があると認められる情報 

 

２ 第２項は、「時限性」について定めたもので、非公開情報に該当する情

報であっても、事業の完了後、非公開情報に該当しなくなったときは直ち

に公開する旨を定めたものである。「一定の期間」とは、事務の執行上そ

の目的が達成されるまでの期間をいう。 

３ 第３項は、「一部公開」について定めたもので、部分的に非公開情報に

該当する情報が記録されている場合であっても、当該情報の全部について

閲覧又は写しの交付を拒むものではなく、非公開情報に該当しない部分に

ついて閲覧等を認めるものである。 

  「容易に分離できるとき」とは、公開しないことができる部分とそれ以

外の部分とを分離することが、情報を損傷させることなく一部公開のため

の複写物を作成するために必要な時間、経費等から判断して可能である場

合をいう。 

 つまり、非公開情報が記録されている部分を除くと、客観的に有意な情

報が残らないような場合は、部分公開すること自体が実施機関に負担を強

いることになり、部分公開の義務を負わないこととする。 

 なお、電磁的記録の内容に非公開情報があり、この非公開情報を実施機

関の所持する機器や技術で容易に分離することが困難である場合について

も、部分公開の義務を負わないこととする。 
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【運 用】 

１ 時限公開 

 ⑴ 公開・非公開の決定時点において当該情報が非公開情報に該当する情

報であっても、一定の期間の経過により非公開とする理由がなくなる場

合がある。このため請求に対する非公開（一部公開）の決定にあたって

は、時限性の適用を検討し判断しなければならない。 

 ⑵ 情報の時限公開については、請求の都度判断すべきであるが、非公開

とする理由がなくなる期日があらかじめ明示できるときは、その期日を

「非公開（一部公開）決定通知書」の該当欄に記入するものとする。 

   なお、「期日があらかじめ明示できるとき」とは、相当長期間の趣旨

でなく３年以内の確定期日をいい、非公開決定時にその確定期日が明示

できる場合をいう。また、非公開とする理由がなくなる期日の明示の有

無にかかわらず、当該請求があった日から起算して３箇月以内に非公開

とする理由がなくなったときは、所管課は公開の決定を行い当該情報の

請求者に通知するものとする。 

２ 一部公開及び一部公開の例外等 

 ⑴ 公開請求に係る情報の中に非公開に該当する情報が記録されている場

合であっても当該情報の全部について非公開とするものではなく、原則

として非公開情報に該当しない部分については公開を認めるものである｡

この措置は、第一義的に請求に対し可能な限り公開できる部分について

は公開しようとする趣旨であり、この措置によって公開請求の趣旨が失

われるか否か（公開請求に係る情報の中に多くの非公開情報が含まれて

いる場合、結果的に公開できる部分が少なくなり、請求の趣旨に応えら

れないことも予測される。）は考慮しないものとする。この点について

は、請求者に説明のうえ理解を求めるものとする。 

⑵ 個人に関する情報については、条例第２条において「公開の原則」の

例外として「個人に関する情報で他人に知られたくない情報が、みだり

に公開されないように最大限の配慮をしなければならない。」と規定さ

れている。従って、思想、心身の状況、病歴、学歴、親族関係、所得及

び財産の状況等、個人に関する情報が記された申請書、証明書及びこれ

らに類するものは、公開を原則とする情報公開制度においても、最大限

に保護されるべきである。これらの個人に関する情報とあわせて、公開

できる情報と非公開とすべき情報を分離することが困難な情報について

は、一部公開を適用しないものとする。 
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 ⑶ 公開の対象となる情報は、所管課が現に管理している情報であるので､

当該情報から公開できる情報のみを抽出して新たな情報を作成し、それ

を公開するようなことは想定されていない。 
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（閲覧等の請求手続） 

第６条 第４条の規定による閲覧等を請求しようとする者（以下「請求

者」という。）は、当該請求に係る情報を管理している実施機関に対

して、当該情報の閲覧等の請求書を提出しなければならない。  

２ 実施機関は、請求者に対し、当該請求に係る情報の特定に必要な情

報を提供するよう努めなければならない。  

３ 実施機関は、第１項の規定により提出された請求書に形式上の不備

があると認めるときは、請求者に対し、相当の期間を定めて、その補

正を求めることができる。この場合において、実施機関は、請求者に

対し、当該補正に必要な情報を提供するよう努めなければならない。  

４ 実施機関は、当該請求に係る情報を管理していないときは、その旨

を明示して請求を受理しないものとする。この場合において、他に当

該情報を管理している機関があるときは、その旨を教示するよう努め

なければならない。 

 

【趣 旨】 

 本条は、情報の閲覧等の具体的な請求手続き及び請求を受理しない場合の

取り扱いについて定めたものである。 

 

【解 説】 

１ 第１項は、閲覧等の請求規定を定めたものであるが、閲覧等の請求は、

請求者本人が、当該請求に係る情報を管理している実施機関（情報公開事

務担当課が請求の受付を行う｡）に対し、情報公開請求書(以下「請求書」

という｡）を提出して行う。 

 ただし、実施機関が特別の理由（入院、寝たきり等）があると認めると

きは、請求者本人の委任状を持参した者（以下「代理人」という。）によ

り行うことができる。 

 

〇 請求書に記載すべき事項 

 ⑴ 請求者の氏名又は名称及び住所又は事務所の所在地並びに法人その他

の団体にあっては、その代表者の氏名 

 ⑵ 閲覧等の請求に係る情報の名称又は内容 

 ⑶ その他実施機関が定める事項 

 請求者が、その他町の行政に利害関係を有する者である場合には、当
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該利害関係の内容及び閲覧等の請求理由 

２ 第２項の「情報の特定に必要な情報」とは、請求に係る情報に関係する

情報の目録等、情報を特定するに足りる情報を意味し、実施機関は、請求

者が的確に公開請求できるよう、これらの情報を提示する努力義務を規定

したものである。 

３ 実施機関は、受領した請求書に形式上の不備があれば、「補正通知書」

により、不備な箇所の補正をするのに必要な相当の期間を定めて、請求者

に補正を求めるとともに、補正の参考となる情報を提供するよう必要な情

報を提供するよう努めなければならない。 

 ① 「形式上の不備があると認めるとき」とは、住所・氏名・連絡先等記

載事項に漏れがある場合、不明確な箇所がある場合又は請求に係る情報

を特定することができない場合等をいう。 

② 「相当な期間」とは、請求者が補正をするのに足りる合理的な期間を

いう。 

③ 補正を求めた場合にあっては、当該補正が終了した時点を公開請求の

受付日とする。 

４ 第４項は、閲覧等の請求書を受理しない場合の取り扱いについて定めた

 ものである。 

  実施機関は、請求に係る情報を管理していない場合において、他に当該

 情報を管理している実施機関がある場合は、その旨を請求者に教示するよ

 う努めるものとする。 

 

【運 用】 

１ 公開請求の受付等 

⑴ 公開請求の受付は、原則として情報公開事務担当課において行うもの

とし、情報公開事務担当課に到達した日を「請求があった日」とする。

 受付は、以下に定めるところにより行うものとするが、電話及び口頭

並びに電子メールによる請求は受け付けないものとする。 

⑵ 情報公開事務担当課においては、公開請求をしようとする者の相談に

応じるとともに、公開請求の方法等の案内に努める。また、公開請求す

る旨の申し出を受けたときは、その内容を把握するため所管課の職員の

立会いを求めるものとする。 

  なお、公開請求で求められている情報が行政資料コーナー又は所管課

にある行政資料（公表等することを目的に管理している情報）である場
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合は、本条例の適用除外（第16条）であるため、その旨を請求者に教示

するものとする。また、「住民の求めに応じた情報の提供に関する要領」

（以下「情報提供要領」という。）第３条に規定されている情報に該当

する場合は、情報提供により迅速に対応するものとする。 

⑶ 郵便等による公開請求の取扱い 

郵送又はファクシミリによる請求の場合は、情報公開事務担当課が必

要事項が記載されているか否かを確認し、受付をした後、請求者にその

写しを送付する。この場合、情報公開事務担当課に到達した日を「請求

があった日」とする。ただし、情報が特定できない等請求書に不備があ

る場合は、相当の期間を定めて請求者に対し、その箇所を補正するよう

求める。ただし、請求書に記載された事項のうち、明らかな誤字、脱字

等の軽微な不備については、請求者の了解を得て、補正することができ

るものとする。なお、補正を求めた場合、補正が終了した時点が受付日

となることは、条例第７条第２項のとおりである。 

⑷ 請求書は、請求内容毎に提出することを原則とする。 

⑸ 請求書を受け付けた時は、当該請求書に受付日を記入し、請求者にそ

の写しを交付する。郵送又はファクシミリにより請求書が提出された場

合は、その写しを郵送する。 

２ 請求書の記載事項の確認 

 ⑴ 請求者が条例第４条に規定する公開請求をすることができる個人又は

  法人その他の団体に該当するかどうかについては、請求書に記載されて

  いる内容により確認する。 

⑵ 「請求者の氏名、住所」欄は、決定通知書等の送付先を特定するため､

正確に記入されているか確認する。なお、押印は要しない。 

⑶ 法人その他の団体からの請求については、その名称、代表者の氏名が

記入されているか確認するとともに、担当者の氏名及び所属を併せて記

入するよう指導する。 

 ⑷ 「請求に係る情報の名称又は内容」欄は、請求情報が特定できる程度

に具体的に記入されていることを確認する。 

 ⑸ 「請求の目的」欄は、請求された情報の検索及び特定の参考にするた

めに設けているが、その記入については請求者の任意であることに十分

留意する。 

 ⑹ 請求書の記載事項に記入洩れや不明確な箇所がある場合には、請求者

に対し、補正を求める。 
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３ 情報の特定等 

 ⑴ 公開請求のあった情報については、速やかに当該情報の特定を行うも

のとする。この場合において、所管課の職員の立会いを求めるものとす

る。 

 所管課が情報の特定を行う際に、請求書の「請求に係る情報の名称又

は内容」欄に記載された文言の意味等について疑義が生じた場合は、電

話等により、できるだけ請求者にその内容を確認するものとする。この

場合、誤字・脱字等の軽微な不備については、請求者の理解を得て、所

管課において補正することができるものとする。 

 ⑵ 前号の情報の特定は、請求書受付後のトラブルを防止するとともに、

請求に係る情報を正確に把握するために行うものであり、請求書の「請

求に係る情報の名称又は内容」欄に記載されている内容に基づき情報目

録等により具体的に請求に係る情報を特定するものとする。 

 なお、請求に係る情報の内容が、例えば「○○○に関するすべて（一

切）の情報」・「○○○に関する情報」といったように抽象的な場合や

請求に係る情報の所管課が複数におよび又はその情報の範囲及び量が多

岐、大量におよぶ場合は、請求に係る情報の特定に相当の日時を要する

ものと予測される。このような場合は、請求に係る情報の特定が円滑に

行えるよう、請求の目的、趣旨等及び知りたい情報の具体的な内容等に

ついて、請求者の意見等を聴きながら請求に係る情報の件名や内容を特

定するものとする。ただし、請求の目的、趣旨等について述べるか否か

は請求者の任意であることに十分留意しなければならない。 

 ⑶ 公開請求に係る情報をその場で特定（情報目録等により検索し、又は

  所管課に照会確認を行い、当該情報の有無の確認及び当該情報の件名又

  は内容等について特定すること。）できない場合であっても、請求書の

  到達日が受付日となる。そのため、情報の特定は速やかに行い、事務に

  要する日数を確保することが求められる。 

 ⑷ 情報公開事務担当課は、請求書の記載事項を確認のうえ、請求書を受

け付けた時は、別に定める送付書とともに、当該請求書を速やかに所管

課に送付する。 

４ 請求者への説明事項 

 請求書を受け付けした場合、受付日を記入して当該請求書写しを請求者

に交付するとともに、次の事項を説明して理解が得られるよう努めるもの

とする。 
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 ⑴ 請求書を受け付けした日から起算して15日以内に公開・非公開の決定

を行うとともに、その決定を所管課から請求者に通知（決定通知書）す

ること。 

 なお、やむを得ない理由により決定を延長（15日以内）する場合は､別

にその旨を請求者に通知すること。 

 ⑵ 公開する場合の日時及び場所は、「公開（一部公開）決定通知書」に

示すこと。 

 ⑶ 公開の実施方法が写しの交付による場合は、複写に要する費用負担が

必要である。なお、郵送による写しの送付については、郵送料の負担が

必要である。  

 

〔参 考〕 

 期間の起算点及び満了点については「請求書の到達日」から起算し､最後の

日が満了日になる。（民法第141条） 

 ただし、期日の末日が、島本町の休日を定める条例第１条に規定する休日

に当たるときは、その翌日をもって満了する。（民法第142条・島本町の休日

を定める条例第２条） 

 

５ 情報の不存在 

 ⑴ 受け付けした請求書の「請求に係る情報の名称又は内容」欄に記入さ

れている情報の名称又は内容に基づき、所管課が当該情報を検索した結

果、不存在のときは、請求者に不存在の理由を明示した「情報不存在に

よる非公開決定通知書」を送付する。 

 ⑵ 情報公開制度では、公開請求時点において所管課が現に管理している

情報のみを公開の対象としており、不存在の情報は対象とならず、また

当該情報の不存在の理由の如何を問わず、不存在の情報を新たに作成し､

それを公開するようなことは想定されていない。 

 さらに、情報の管理に関する所管課の義務等は規程等で規定されてお

り、本制度が直接的に関知するところではない。 

 これらのことから公開の対象とならない不存在情報に対し、公開請求

があった場合、請求者に送付する「情報不存在による非公開決定通知書」

に明示する不存在理由は、次のいずれかによるものが考えられる。決定

の際には、請求者に不存在理由をわかりやすく明示するように努めるこ

と。 



39 

 

ア 請求に係る情報を作成していないため 

イ 請求に係る情報を取得していないため 

ウ 請求に係る情報は過去に作成又は取得したが、現在は保管、保存し

 ていないため 

エ 請求に係る情報は保存期間が経過し、廃棄したため 

オ 備忘的に記録したものであって、規程に基づく公的管理をしていな 

いため 

カ 請求に係る情報を現に管理しておらず、過去に管理していた記録も

残っていないため 
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（存否に関する情報） 

第６条の２ 閲覧等の請求に対し、当該請求に係る情報の存否を答え

るだけで、非公開とすべき情報を公開することとなるときは、実施

機関は、当該情報の存否を明らかにしないで、当該公開請求を拒否

することができる。 

 

【趣 旨】 

 本条は、公開請求に係る情報の存否を明らかにするだけで、条例第５条第

１項に規定する非公開情報により保護される利益が害されることとなる場合

には､例外的に公開請求に係る情報の存否自体を明らかにしないで公開請求を

拒否することができる「存否応答拒否」について定めたものである。 

 

【解 説】 

１ 公開請求がなされると、実施機関は、当該情報を管理している場合は、

公開決定等をしなければならない。また、当該情報を管理していない場合

は、その旨を明示して請求を受理しないことになる。いずれの場合も、実

施機関は、請求に係る情報の存在を明らかにすることが原則である。しか

しながら請求が特定の個人名を示して行うものや、探索的な請求の場合等、

当該請求に係る情報が存在するか否かを答えるだけで非公開情報に該当す

る情報を公開することとなる場合があり得る。こうした場合には、例外的

に情報の存否を明らかにしないで公開請求を拒否することができる。 

２ 存否応答拒否は、主には個人情報に関して適用されることが考えられる

が、他のすべての非公開情報について適用すべき場合も想定されるため、

適用対象となる非公開情報は限定していない。 

３ 本条を適用する場合は、当該情報が存在する又は存在しないと答えるこ

とにより、条例第５条第１項に規定する非公開情報に該当するかを示した

上で､できる限り具体的に理由を説明する必要がある。 

４ 存否応答拒否は行政処分であり、請求者は条例第11条による審査請求を

することができる。 

 

【運 用】 

１ 本条を適用するのは、例外的な取り扱いであるので、特に慎重な運用が

必要である。 

本条の規定を適用することが必要な類型の情報については、常に情報の
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存否を明らかにしないで拒否することが必要であり、例えば情報が存在し

ない場合に不存在と答え、情報が存在する場合のみ存否応答拒否をしたの

では、請求者に当該情報の存否を類推させることになるので十分な注意が

必要である。 

２ 本条の規定を適用することが必要な情報の具体例として次のようなもの

が挙げられる。 

 ① 特定個人の病歴に関する情報 

 ② 特定分野に限定しての試験問題の出題予定に関する情報 

 ③ 特定企業の特定の技術開発情報 

 ④ 特定個人の特定の図書に関する閲覧申し込みカード 
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（閲覧等の請求に対する決定等） 

第７条 実施機関は、閲覧等の請求があったときは、当該閲覧等の請求

があった日から起算して15日以内に、当該請求に対する公開の諾否の

決定を行わなければならない。ただし、当該期間内に決定できないや

むを得ない理由があるときは、その期間を15日以内に限り延長するこ

とができる。 

２ 前項の本文に規定する場合において、第６条第３項の規定により請

求書の補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該

期間に算入しない。 

３ 実施機関は、第１項の規定による決定をしたときは、同項に規定す

る期間内にその旨を当該請求者に通知しなければならない。ただし、

同項ただし書の規定を適用するときは、その理由を併せて通知しなけ

ればならない。 

４ 前項において、実施機関は、当該閲覧等の請求にかかる情報を公開

することができない旨の決定をしたときは、その理由を併せて通知し

なければならない。この場合において、一定の期間の経過により当該

情報の閲覧等の請求に係る情報を公開することができない旨の決定を

した理由がなくなる期日をあらかじめ明示することができるときは、

その期日を明らかにしなければならない。  

 

【趣 旨】 

 本条は、情報の閲覧等の請求に対する諾否の決定及びその手続きを定めた

ものである。 

 

【解 説】 

１ 第１項は、閲覧等の請求に対する実施機関の応答義務及び手続きを定め

たものである。 

 閲覧等の請求があったときは、速やかに、当該請求に係る情報の閲覧等

をさせるか否かの決定を行い、遅くとも請求があった日（請求書を受理し

た日）から15日以内に行わなければならない。ただし、情報の検索等に日

時を要するとき、あるいは天災等やむを得ない理由が生じたときは、さら

に15日間に限り延長することができるものである。 

２ 第２項で、「請求者に補正を求めた場合」の「補正に要した日数」とは､

補正通知書により補正を求めた日から終了した日までの日数をいう。 

３ 第３項は、諾否の決定をした場合に、その旨を請求者に対し通知する義
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務を定めたものである。 

諾否を通知する際、第１項ただし書を適用した場合（やむを得ない理由

により、さらに15日に限り延長）については、その理由を付して通知する

ものとする。 

４ 第４項は、当該閲覧等の請求に係る情報を非公開とした場合及び「時限

性」についての手続きを定めたものである。 

 公開することができない旨の決定をしたときは、その理由を請求者に通

知するものとする。 

 なお、時限的な公開については、第５条の「【運用】１ 時限公開」を

参照されたい。 

 

【運 用】 

１ 公開・非公開の決定 

⑴ 所管課は、請求書を受け付けた日から起算して15日以内に、当該情報

を公開するか非公開とするかを決定し、その旨を請求者に通知しなけれ

ばならない。ただし、次のア～カのいずれかの理由により15日以内に決

定できない場合は、さらに15日間に限り、請求者に延長理由及び延長期

間を通知し延長することができる。この通知については、最初の15日以

内に公開・非公開の決定ができないことが確実になった時点において直

ちに口頭（口頭により通知したときは、口頭通知後直ちに「決定期間延

長通知書」を送付する。）又は「決定期間延長通知書」により行うもの

とする。 

ア 請求された情報が膨大若しくは情報の所管課が複数であるため、情

報の検索等に日時を要するとき 

イ 公開・非公開の決定が困難で、所管課と情報公開事務担当課で公

開・非公開の判断についての検討を要するとき 

ウ 請求された情報の中に第三者の情報が含まれており、当該第三者の

意見を聴く必要があるとき 

エ 一時的に公開請求が集中して出され事務処理に日時を要するとき 

オ 年末年始等執務を行わない期間があり期限内に決定できないとき 

カ 天災、その他業務の都合等やむを得ない理由があるとき 

⑵ 所管課は公開・非公開の決定その他通知等の事務を行うが、条例等の

規定に即した制度の統一的な運用を図るため、情報公開事務担当課と連

携を密にし、調整を図るものとする。 
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⑶ 所管課は公開・非公開を決定する決裁にあたっては、別に定める「公

開・非公開決定確認表」を添付のうえ、情報公開事務担当課に合議を行

うものとする。 

 ⑷ 所管課が行う公開・非公開の決定についての決裁は、それぞれの属す

る実施機関における事務決裁規程等に基づき行うものとする。 

 ⑸ 「公開（一部公開）決定通知書」に記載する内容は以下を参考にする

こと。 

  ア 請求のあった日は、第６条運用の１で示したとおり、請求書が情報

公開事務担当課に到達した日とする。 

  イ 「請求書に係る情報の名称又は内容」及び「公開の方法」は、請求

書の同欄に記載されている内容を記載する。 

  ウ 「請求に係る情報の名称又は内容に基づき特定した情報」は、請求

に基づき特定した文書の文書番号や文書名を記載する。 

  エ 「公開の日時」は、請求者の都合等も勘案して指定する。なお、公

開の方法が写しの交付で郵送を希望されている場合は空欄とする。 

  オ 「公開の場所」は、情報公開事務担当課の窓口を基本とするが、事

情により他の場所を指定することもできる。なお、公開の方法が写し

の交付で郵送を希望されている場合は空欄とする。 

２ 公開・非公開の決定判断基準等 

⑴ 所管課は、請求のあった情報が条例第５条第１項各号に規定する非公

開情報に該当するか否かの判断に際しては、「原則公開」の理念を踏ま

え、過去の島本町情報公開・個人情報保護審査会（以下「審査会」とい

う。）の答申、判例等を参考に検討するものとする。 

⑵ 「一部公開決定通知書」及び「非公開決定通知書」に記載する「公開

しない理由」は、例えば単に「条例第５条第１項第〇号に該当するため」

というだけでは十分ではなく、次の記載例のように根拠となる条文を適

用した具体的な理由を付記する等、非公開とした部分に記載されている

内容及び、非公開とした理由をより具体的でわかりやすいものにしなけ

ればならない。 
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（公開しない理由の記載例） 

該当号 公開しない部分 公開しない理由の例 

２号 名簿における氏名、住所、電

話番号 
（※ただし書きア～エに該当

しない場合） 

名簿における氏名、住所、電話番号は、

個人に関する情報で、特定の個人が識別

され得る情報であることから、条例第５

条第１項第２号に該当し、かつ同号ただ

し書きのいずれにも該当しないため。 

３号 設計書における単価、積算に

関する情報 
（※ただし書きに該当しない

場合） 

設計書における単価及び積算に関する情

報は、当該企業のノウハウ事項にあた

り、公開することにより競合他社との競

争において著しい不利益を与える情報で

あることから、条例第５条第１項第３号

に該当し、同号ただし書きにも該当しな

いため。 

４号 進行中の訴訟事案に係る処理

方針及び顧問弁護士との打合

せの内容 

進行中の訴訟事案に係る処理方針及び顧

問弁護士との打合せの内容は、公開する

ことにより町の権利行使が損なわれ、公

正かつ円滑な町政運営の執行に支障が生

じる情報であることから、条例第５条第

１項第４号に該当するため。 

５号 非公開で行われた審査会の会

議録における発言者名 

非公開で行われた審査会の会議録におけ

る発言者名は、具体的な発言内容と発言

者名を紐づけて公開することにより、今

後の自由かつ率直な意見交換等が阻害さ

れる情報であることから、条例第５条第

５号に該当するため。 

６号 国から提供を受けた調査結果

資料 

〇〇の調査結果は、国において統一的に

公表されるまでの間は取扱いに注意する

よう指示のある情報であり、公開するこ

とで国との協力関係に著しい支障を生じ

ることから、条例第５条第１項第６号に

該当するため。 

７号 印影 〇〇の印影は、当該印章の偽造等の不正

利用がされることで、当該法人(個人)の

正当な利益を害するおそれがあり、犯罪

予防の観点から公開しないことが必要で

あることから、条例第５条第１項第７号

に該当するため。 

８号 公にしないことを条件に第三

者から提供された情報 
（※ただし書きに該当しない

場合） 

○○の情報は、個人から第三者には提供

しないことを条件に提供を受けたもの

で、公開することにより情報提供者との

協力関係、信頼関係が著しく困難になる

情報であることから、条例第５条第１項

第８号に該当し、かつ同号ただし書きに

も該当しないため。 

  



46 

 

  （公開決定等の特例）                                                                                                                                                                                                                               

第７条の２ 閲覧等の請求に係る情報が著しく大量であるため、当該請

求があった日から起算して30日（第６条第３項の規定により請求書の

補正を求めた場合にあっては、これに当該補正に要した日数を加えた

日数）以内にそのすべてについて公開の諾否の決定をすることにより

事務の遂行に著しい支障が生じるおそれがある場合には、前条第１項

及び第２項の規定にかかわらず、実施機関は、当該請求に係る情報の

うちの相当の部分につき当該期間内に諾否決定をし、残りの情報につ

いては相当の期間内に諾否決定をすれば足りる。この場合において、

実施機関は、同条第１項及び第２項に規定する期限内に、請求者に対

し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 

⑴ 本条を適用する旨及びその理由 

⑵ 残りの情報についての諾否決定をする期限 

 

【趣 旨】 

 本条は、著しく大量な情報の公開請求があった場合についての諾否決定の

期限の特例を定めたものである。 

 

【解 説】 

１ 「閲覧等の請求に係る情報が著しく大量である」とは、１件の公開請求

に係る情報の物理的な量とその審査等に要する業務量だけによるわけでは

なく、同一時期に多数の請求が集中する場合、実施機関の事務体制その他

事務の繁忙等をも考慮したうえで判断するものである。 

２ 「事務の遂行に著しい支障が生じる」とは、請求の情報について、諾否

決定を行うことにより、通常の事務が著しく停滞する恐れがあるものをい

う。 

３ 「相当の部分」とは、実施機関が30日以内に事務の執行に著しい支障を

生じさせない範囲内で処理することができる分量である。 

４ 「相当の期間」とは、残りの情報について、実施機関が処理するために

 必要な合理的期間をいう。 

５ 実施機関は、本条の規定により公開決定等の期限の特例を適用しようと 

するときは、情報の公開請求があってから15日以内にその理由及び残りの 

情報についての公開決定等をする期限を付記して請求者に通知しなければ 
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ならない。 

６ 請求者に対し、本条の規定による通知をした場合には、第７条第３項の

 決定期間延長通知を行う必要はなく、「相当の部分」について30日以内に

 公開決定等を行うものとする。 

 

【運 用】 

 条例に具体的な決定期間があるにもかかわらず、本条のような期間の定め

が明確でない規定を現実に適用することは、公開請求権を十分に保障する意

味からも望ましいものではなく、安易に適用することのないよう留意しなけ

ればならない。したがって、同じ情報について本条を適用することにより、

公開までの期間が従来より遅れるようなことがあってはならず、事務の遂行

の「著しい支障」は具体的かつ客観的なものでなければならない。また、情

報の公開請求がなされた時点で公開請求に係る情報が本条の適用が必要なほ

ど著しく大量であることが明らかである場合は、請求者に対して公開請求の

分割を求める等、請求者の協力と理解を求めながら、できる限り前条の期間

内での運用に努めるべきである。 
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（第三者に対する意見書提出の機会の付与等）  

第７条の３ 閲覧等の請求に係る情報に町、国等及び請求者以外のも

の（以下「第三者」という。）に関する内容が記録されているとき

は、実施機関は、公開の諾否決定を行う場合において、あらかじめ

当該情報に係る第三者に対し、当該請求に係る情報の表示等を書面

により通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。  

２ 実施機関は、第三者に関する内容が記録されている情報の全部又

は一部を公開する決定に先立ち、第５条第１項第３号ただし書又は

第８号ただし書に該当する場合において、当該第三者に対し、当該

請求に係る情報の表示等を書面により通知して、意見書を提出する

機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明し

ない場合は、この限りでない。 

３ 実施機関は、前２項の規定により意見書の提出の機会を与えられ

た第三者が当該情報の公開に反対の意見を表示した意見書（以下

「反対意見書」という。）を提出した場合において、公開決定をす

るときは、公開を実施する日との間に少なくとも２週間を置かなけ

ればならない。この場合において、実施機関は、公開決定後直ち

に、当該反対意見書を提出した第三者に対し、公開決定をした旨及

びその理由並びに公開を実施する日を書面により通知しなければな

らない。 

 

【趣 旨】 

 本条は、第三者の権利利益の保護を図るため、第三者に対する意見書提出

の機会の付与等の手続きを定めたものである。 

 第１項においては、公開請求に係る情報に第三者に関する情報が記録され

ている場合の任意的な意見聴取の手続きについて規定し、第２項においては､

第三者に関する情報が記録されている情報を公益上の理由等により公開しよ

うとする場合の義務的な意見聴取の手続きについて規定している。また、第

３項においては、第三者が反対意見書を提出した場合に実施機関が当該情報

の公開を決定したときの第三者の争訟の機会の付与について規定している。 

 

【解 説】 

１ 公開請求に係る情報に国、地方公共団体及び請求者以外の第三者の情報

が含まれている場合であっても、実施機関は、その情報が非公開情報に該

当するか否かを適切に判断することによって、第三者の正当な権利利益の



49 

 

保護を図ることができる。 

しかしながら、第三者に関する情報の中には、一旦公開されると、当該

第三者の権利利益を不当に侵害し、回復困難な損害をおよぼすおそれのあ

るものもあり、当該第三者にとって、事前手続きとして意見表明の機会を

持つことは自己の権利利益の保護のために重要な意義を有する。また、第

三者の権利利益を不当に侵害するような事態を実施機関のみにおいて常に

全て予見できるとは限らず、当該第三者の意見を事前に聴取することを通

じて、より的確な判断を行うことができる。 

２ 第１項関係（任意意見聴取） 

ア 本項は、実施機関が公開の諾否決定をするにあたり、第三者の意見を

 任意に聴くことができる旨を定めたものであり、意見書提出の機会を付

 与するか否かは実施機関の判断に委ねている。 

 なお、公開の諾否決定の判断を行うにあたっての実施機関による意見

 の聴取等は、特別の規定がなくとも、任意に、適当な方法により行うこ

 とは可能であり、国等に対しても同様に可能であるが、本項による手続

 きを取った場合には、第３項の適用があることに留意する必要がある。 

 イ 「第三者に関する情報が記録されているとき」 

   第三者の範囲から国等を除いているのは、公共的性格として、私人と

  同様の手続的保障を図る必要性が乏しいこと。また、国等に意見を聴く

  必要があるときは、適宜に意見を求めれば足りることによる。 

 ウ 「意見書を提出する機会を与えることができる。」 

   第三者は、実施機関に対し、意見書を提出することにより、意志を表

  明できることとした。 

   これは、公開に反対の意見を出されたときは、第３項の規定による手

  続きが必要となることから、書面によることが求められているのであっ

  て、これにより、一般的な調査と本条に基づく意見聴取との峻別を図っ

  たものである。（第２項において同じ。） 

 エ 諾否決定等の判断は、あくまでも当該第三者に関する情報が条例第５

  条に規定する非公開情報に該当するか否かによって行われるものであり､

  第三者の意向によって決まるものではない。（第２項において同じ。） 

 オ 第三者への照会を行うにあたっては、本来公開すべき部分まで公開に

反対されることを避けるため、可能な限り意見を聴くポイントを絞り込

むとともに、公開に反対する意見については、公開されることによって

失われる利益を具体的に記載させることが望ましい。 
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３ 第２項関係（義務的意見聴取） 

本項は、条例第５条第１項第３号及び第８号のただし書に第三者に関す

る情報が記録されている場合、公開の諾否決定をするにあたり、当該第三

者に意見書提出の機会を与えることを義務付けることを定めたものである｡ 

ただし、実施機関が第三者の所在を明らかにするための合理的な努力を

行っても「当該第三者の所在が判明しない場合」には、本条第２項の義務

は免除される。 

４ 第３項関係 

本項は、第１項及び第２項の規定により、第三者が当該情報の公開に反

対の意思を表示した意見書を提出した場合に、当該情報を公開するときは､

反対意見書を提出したものが、行政上又は司法上の救済手続を講ずる機会

を確保するため、公開決定日と公開日の間に少なくとも２週間を置くとと

もに、公開決定後直ちに、当該第三者に対し、公開決定をした旨及びその

理由並びに公開日を書面により通知しなければならないことを規定したも

のである。 

公開日までの間に第三者から第１１条に基づく審査請求があった場合、

実施機関は、同条及び第１１条の２に規定する手続を行うこととなるが、

あわせて行政不服審査法（以下「行審法」という。）第２５条の規定によ

り、当該第三者からの執行停止の申立て又は職権により、当該情報の公開

の実施を停止することが考えられる。 

この場合、実施機関は、閲覧等の請求者にその旨を通知するものとす

る。なお、第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続きについ

ては、第１１条の２第７項に規定のとおりである。 
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（閲覧等の方法） 

第８条 実施機関は、閲覧等に係る情報を公開する旨の決定をしたとき

は、速やかに当該情報を公開しなければならない。  

２  前項に規定する公開の方法は、当該情報の閲覧等により行うもの

とし、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案し

て別に定める方法で行う。ただし、実施機関は、情報を開示すること

により、当該情報の汚損、破損等のおそれがあるとき、又は一部公開

により情報を公開するときその他正当な理由があるときは、当該情報

を複写したものの閲覧又は写しの交付により、これを行うことができ

る。 

３ 情報の閲覧等の方法は、実施機関が指定する期日及び場所において

行うものとする。 

 

【趣 旨】 

 本条は、情報を公開する旨を決定した場合の閲覧等の手続きを定めたもの

である。 

 

【解 説】 

  実施機関は、閲覧等の請求を認めたときは、速やかに当該情報を公開し

 なければならない。この場合、閲覧等の方法については、閲覧及び写しの

 交付のうち、本条第２項に定めがある場合を除き請求者の求めた方法によ

 り行い、その場所、時期については、実施機関が指定するものとする。 

  公開の方法については、次のとおりとする。 

 ⑴ 文書、図面、マイクロフイルム又は写真 

  ① 全部公開の場合 

原則として、原本による閲覧（又はその写しの交付） 

  ② 一部公開の場合 

原則として、当該非公開部分を覆ったもの又はそれを複写したもの、

もしくは該当するページの全部を複写したうえで非公開部分をマジッ

ク等で消し、それを更にもう一度複写したものの閲覧（又はその写し

の交付） 

 ⑵ 電磁的記録 

  ① 当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧又はその写し 

  ② 当該電磁的記録を電磁的記録媒体に複写したものの交付（専用機器

がないものは除く。また、容易に分離することが困難な場合は全部を
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非公開とする。） 

  ③ 当該電磁的記録を専用機器により再生したものの閲覧又は視聴（当

該電磁的記録の内容に非公開情報があり、この非公開情報を実施機関

の所持する機器や技術で容易に分離することが困難である場合は、全

部を非公開とする。） 

【運 用】 

１ 文書等の閲覧等 

 ⑴ 文書等の閲覧は原則として、所管課の職員が立ち会って行うものとし､

所管課の職員は「公開（一部公開）決定通知書」に示された日時に対応

できるよう準備しておくとともに、請求者から情報に記録されている内

容について説明を求められたときは、可能な範囲で説明を行う。 

⑵ 閲覧者が来所したときは、「公開（一部公開）決定通知書」の提示を

求めて、請求者又は代理人であるかどうか及び次の事項を確認すること。

この場合、請求者本人以外の閲覧について制限するものではないが、資

料が汚損・破損しないよう、公開場所の広さを考慮して人数を制限する

ものとする。 

ア 「決定通知書」の内容と公開の対象となる情報が合致すること 

イ 情報の閲覧等の方法 

⑶ 一部公開の方法は、非公開部分を覆ったもの又はそれを複写したもの、

もしくは該当するページの全部を複写したうえで非公開部分をマジック

等で消し、それを更にもう一度複写したものをもって公開するものとす

る。 

⑷ 写しの交付に係る事務は、次のとおりとする。 

  ア 交付部数は、請求者１人につき１部とする。 

イ 交付に係るページ数及びそれに伴う費用を計算し、当該費用が請求

者の負担となる旨を確認する。 

ウ 交付に要する費用の納入を受けた後交付に要した費用の領収書及び

当該写しを交付する。 

 ⑸ 著作権のある出版物等の写しの交付について 

   著作権法では、第42条の２において、「情報公開条例で定める方法に

より開示するために必要と認められる限度において当該著作物を利用す

ることができる。」としており、情報公開条例に基づく開示にあたって

は著作物であっても複写することが認められている。 

ただし、情報公開で入手した写しを他の目的で複写することは複写権
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の侵害にあたるため注意を要する。 

２ 電磁的記録の閲覧等  

⑴ 電磁的記録の閲覧等についても、原則として文書等の場合と同様の方

法により行う。 

・コンピューターやサーバー、その他電磁的記録媒体に保存されている

電磁的記録の閲覧については、保存されている個人情報等の保護に万

全を期すため、原則としてコンピューターのモニターを直接、視聴す

る方法ではなく、用紙に出力したものの閲覧とする。非公開部分があ

る場合は､出力した用紙の非公開部分を覆って複写する等、文書等の場

合と同様の方法による。 

・コンピューターやサーバー、その他電磁的記録媒体に保存されている

電磁的記録の写しの交付については、情報公開事務担当課の職員が複

写を行うものとする。ただし、非公開部分がある場合には、【解説】

⑵ 電磁的記録②③に記載しているとおりとする。 

・音声や動画などを閲覧又は視聴する場合は、対象情報の状態を勘案し

て可能な方法により行うものとする。（ビデオテープやカセットテー

プの場合は専用機器による再生等、音声・画像データの場合はパソコ

ンによる再生等） 

・電磁的記録を電磁的記録媒体に複写する場合、原則として請求者が持

参する媒体を使用して交付することは認めないものとする。 

３ 閲覧の中止等 

 ⑴ 情報の閲覧中に請求者が情報を改ざんし、汚損し、又は破損させたと

きは、職員は当該情報の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。 

 ⑵ 請求者が、指定の日時に来所できなかった場合には、請求者と相談の

うえ別の日時に公開を実施することができるものとする。この場合、

「公開（一部公開）決定通知書」を再度交付することはしないものとす

る。 

４ 請求に係る情報の写しの郵送の取り扱い 

 請求者が情報の写しの郵送を希望する場合、当該情報の写しの作成に要

した費用及び郵送料が納入された後、当該情報の写しを送付する。 
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（情報目録の作成） 

第９条 実施機関は、管理する情報の目録を作成し、住民の閲覧に供するも

のとする。 

 

【趣 旨】 

 本条は、住民が情報を目録により検索を容易にするため、実施機関に対し､

情報目録の作成及びそれを住民の閲覧に供することを義務付けたものである｡ 

 

【解 説】 

 目録は規程に定める様式第９号（情報公開目録）により行うものとする。 

 

【運 用】 

 住民が求める情報をより正確、容易に検索できるように規程に定める様式

第９号情報公開目録を行政資料コーナーに設置し、閲覧に供するものとする。 

所管課は、毎月５日（休日等の場合は、翌開庁日）までに行政資料コーナ

ーに設置しているファイルに配架するものとする。この時、条例第５条に規

定する非公開情報が記載されている場合は、一部公開の方法に準じて複写し、

提出するものとする。 
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（費用負担） 

第10条 第８条第２項に規定する当該情報の閲覧等のうち、写しの交付及び

送付に要する費用は請求者の負担とする。 

 

【趣 旨】 

 本条は、情報の写し及び送付に要する費用について、請求者の負担とする

ことを定めたものである。 

 

【解 説】 

請求者が負担する費用は、情報の複写に要する「複写費」及び送付に要す

る「郵送料」とする。 

 

【運 用】 

１ 費用の徴収 

  請求者へ写しの交付に係る費用を請求する際には、片面を１枚として計

算する。 

  納付の方法としては、原則納入通知書によるものとする。 

  なお、納入通知書による納付が難しい場合には、現金書留で送付するも

のとする。 

２ 費用の額 

  費用については、以下のとおりとする。 

区分 費用の額 

電磁複写機による写し

または電磁的記録等を

用紙に出力したものの

交付 

Ａ３判以下黒単色刷り １枚につき１０円 

Ａ３判以下カラー刷り １枚につき５０円 

Ａ３を超える規格 
請求者了承のもと業者へ発

注し、実費負担 

ＤＶＤ－Ｒに複写した

ものの交付 
１枚につき１００円 

写しの送付 郵送料相当額 
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（審査請求） 

第11条 請求者及び第三者は、この条例による情報の閲覧等の請求に対する

処分又は閲覧等の請求に係る不作為に不服があるときは、審査請求をする

ことができる。 

２ 第７条第１項の決定又は閲覧等の請求に係る不作為に係る審査請求につ

いては、行政不服審査法（平成26年法律第68号）第９条第１項本文の規定

は、適用しない。 

 

【趣 旨】 

 本条は、閲覧等の請求に対する処分又は閲覧等の請求に係る不作為につい

て、実施機関に対し行審法に基づく審査請求ができること及び、当該審査請

求には同法第９条第１項本文に規定する審理員による審理を適用しない旨定

めたものである。 

 

【解 説】 

１ 第１項関係 

  審査請求は、閲覧等の請求に対する処分又は閲覧等の請求に係る不作為

に対して行うことができる。 

処分についての審査請求は、閲覧等の請求者が非公開又は一部公開の決

定を不服として行う場合のほか、公開に反対の意見書を提出した第三者が

全部公開又は一部公開の決定を不服として行う場合も想定される。 

不作為についての審査請求は、実施機関が閲覧等の請求に対して第７条

に定める期間内に何ら決定を行わなかった場合等に適用される。 

２ 第２項関係 

行審法第９条第１項の規定による審理員については、同項ただし書きに

おいて、「条例に基づく処分について条例に特別の定めがある場合」には

審理員を置かないことができるとされている。 

これは、優れた見識を有する委員で構成された委員会等の直接的・実質

的な審理により、公正かつ慎重に判断されることが担保されている場合、

例えば、審査会が諮問を受けて実質的な審理を行っている場合などは、十

分な審理が確保されているとの理由により、審理員による手続は不要とさ

れる趣旨であることから、本町においても本項の規定に基づいて、適用除

外としたものである。 
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なお、この場合、行審法第９条第３項の読み替え規定が適用され審理員

の事務（審理手続）を審査庁が行うこととなる。また、当該読み替え後の

同法第28条において、審査請求人、参加人及び処分庁等並びに審査庁は、

簡易迅速かつ公正な審理の実現のため、審理において、相互に協力すると

ともに、審理手続の計画的な進行を図らなければならないとされている。 

⑴ 「審理手続」とは、行審法第２章第３節に定める審理手続をいう。た

だし、同法第40条の執行停止意見書及び第42条の審理員意見書について

は適用除外とされている。 

  実務においては、本条及び次条の【解説】及び【運用】のほか、「行

政不服審査法事務取扱ガイドライン（総務省行政管理局）」を参照する

ことが望ましい。 

⑵ 「審査庁」とは、審査請求を受け、それに対する応答として裁決を行

う行政庁（実施機関）をいい、「処分庁」とは、閲覧等の請求に対する

公開の諾否決定処分を行った又は閲覧等の請求に係る不作為に係る行政

庁（実施機関）をいう。 

実務においては、処分庁である実施機関が町長の場合は情報公開事務

担当課が審査庁を担い、処分庁である実施機関が町長以外の場合は当該

機関の庶務担当課が審査庁を担うこととなる。 

 ⑶ 「審査請求人」とは、審査請求をした者をいい、本条第１項の規定に

基づき請求者又は第三者が審査請求人となる。 

⑷ 「参加人」とは、当該処分又は不作為につき利害関係を有し、審査庁

の許可を得て又は審査庁の求めにより、審査請求に参加する者をいう。 

請求者が審査請求人である場合は、当該請求に係る情報に自己の情報

が記録されている第三者等が参加人になることが想定され、第三者が審

査請求人である場合は閲覧等の請求者が参加人になることが想定される。 

 

【運 用】 

１ 審査請求の受付 

 情報閲覧等の審査請求は、審査庁において受け付ける。 

２ 審査請求の形式審査及び補正 

審査庁は、審査請求の受付後直ちに形式審査（審査請求の要件を満たし

ているかの確認）を行い、補正可能な不備があるときは、相当な期間を定

め、審査請求人に対し補正を求めるものとする（行審法第23条）。審査請

求をすることができる期間を経過した後に審査請求がされたものである等、
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不適法であるときは、却下の裁決を行う。 

 なお、審査請求の要件は、次のとおりである。 

 ⑴ 処分についての審査請求は処分のあったことを知った日の翌日から起

算して３箇月以内に行わなければならない。 

 ⑵ 審査請求は「情報閲覧等審査請求書」（以下「審査請求書」という。）

によることを要する。 

 ⑶ 処分についての審査請求書には次の事項を記載しなければならない。 

ア 審査請求人の氏名又は名称及び住所 

イ 審査請求に係る処分 

ウ 審査請求に係る処分があったことを知った年月日 

エ 審査請求の趣旨及び理由 

オ 教示の有無及びその内容 

カ 審査請求の年月日 

⑷ 不作為についての審査請求書には次の事項を記載しなければならない。 

  ア 審査請求人の氏名又は名称及び住所 

イ 当該不作為に係る閲覧等の請求の内容及び年月日 

ウ 審査請求の年月日 

３ 主な審理手続 

審査庁が行う主な審理手続は、次のとおりである。 

⑴ 処分庁である所管課への審査請求書の写しの送付及び弁明書の提出要

求（所管課が審査庁である場合は弁明書の作成） 

・ 弁明書については、相当の期間を定めて処分庁に提出を求めること

となっており（行審法第29条第２項）、提出期限までに２～３週間程

度の期間を設定するのが一般的であるが、具体的には個々の事案に応

じて判断することとなる。 

・ 処分についての審査請求に対する弁明書には、処分の内容及び理由

を、不作為についての審査請求に対する弁明書には、処分をしていな

い理由並びに予定される処分の時期、内容及び理由を、それぞれ記載

しなければならない（同第３項）。 

⑵ 審査請求人及び参加人への弁明書の写しの送付並びに反論書及び意見

書を提出できる旨の通知 

・ 審査請求人は、審査庁から送付された弁明書に記載された事項に対

する反論を記載した書面（反論書）を提出することができる（行審法

第30条第１項）。 
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 ・ 参加人は、審査請求に係る事件に関する意見を記載した書面（意見

書）を提出することができる（同第２項）。 

 ・ 審査庁は提出期限を定めることができ、２～３週間程度の期間を設

定するのが一般的であるが、具体的には個々の事案に応じて判断する

こととなる。 

・ 審査庁は、審査請求人から反論書の提出があったときはその写しを

参加人及び処分庁である所管課（所管課が審査庁である場合は、参加

人のみ）に、参加人から意見書の提出があったときはその写しを審査

請求人及び処分庁である所管課（所管課が審査庁である場合は、審査

請求人のみ）に、それぞれ送付しなければならない（同第３項）。 

⑶ 審査請求人又は参加人からの申立てによる口頭意見陳述 

・ 当該口頭意見陳述は行審法第31条によるものであり、島本町情報公

開・個人情報保護審査会運営要領（以下「運営要領」という。）第３

条による審査会における口頭意見陳述とは異なることに留意。 
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（審査会への諮問） 

第11条の２ 第７条第１項の決定又は閲覧等の請求に係る不作為について審

査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、

次の各号のいずれかに該当する場合を除き、遅滞なく島本町情報公開・個

人情報保護審査会（以下「審査会」という。）に諮問しなければならない。  

⑴ 審査請求が不適法であり、却下する場合 

⑵ 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る情報の全部の

閲覧等をすることとする場合（当該情報の閲覧等について反対意見書が

提出されている場合を除く。） 

２ 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第９条第３項において読み

替えて適用する同法第29条第２項の弁明書の提出若しくは作成がなされ

たとき、又は同法第９条第３項において読み替えて適用する同法第30条

第１項の反論書若しくは同法第９条第３項において読み替えて適用する

同法第30条第２項の意見書の提出があったときは、これらの写しを添え

てしなければならない。 

３ 第１項の規定により諮問をした実施機関は、次に掲げる者に対し、当

該諮問をした旨を通知しなければならない。 

⑴ 審査請求人及び参加人（行政不服審査法第13条第４項に規定する参

加人をいう。以下同じ。） 

⑵ 請求者（当該請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。） 

⑶ 当該諮問に係る第７条第１項の決定について反対意見書を提出した

第三者（当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。） 

４ 実施機関は、第１項の規定により審査会に諮問をしたときは、その議を

経て、当該審査請求についての裁決を行わなければならない。この場合に

おいて、当該実施機関は、審査会の審査結果の答申を十分に尊重して処置

しなければならない。 

５ 実施機関は、前項の規定による裁決を行ったときは、速やかに第３項各

号に掲げる者にその旨を通知しなければならない。 

６ 前項の場合において、当該情報を公開する旨の裁決をしたときは、第８

条の規定を準用する。 

７ 第７条の３第３項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする

場合について準用する。 

  ⑴ 第７条第１項の決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄
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却する裁決 

⑵ 審査請求に係る情報を公開する旨の裁決（第三者である参加人が当

該情報の公開に反対の意思を表示している場合に限る。） 

 

【趣 旨】 

 本条は、閲覧等の請求に対する処分について、実施機関に対し行政不服審

査法に基づく審査請求があった場合、実施機関は審査会の議を経て当該審査

請求に対する裁決を行うこと及びその手続きを定めたものである。 

 

【解 説】 

１ 第１項及び第４項について、実施機関（審査庁）が審査請求に対して裁

決するためには、当該審査請求が明らかに不適法であるとき又は審査請求

の全てを認容するとき（反対意見が提出されている場合を除く）を除き審

査会の議を経なければならない。 

審査会は実施機関（処分庁）の行った決定に対し、その判断が妥当か否

かについて審査することとなる。この場合、実施機関（審査庁）は審査会

の審査結果を最大限尊重しなければならない。 

⑴ 「遅滞なく」とは、合理的な理由がない限り直ちに行わなければなら

ない趣旨であり、審査庁は審査請求の受付後、直ちに必要な審理手続を

行い、審査会に諮問する必要がある。 

⑵ 「審査請求が不適法であり、却下する場合」とは、審査請求が請求期間

の徒過や処分の効果が期間の経過その他の理由により消滅し、当該処分

の取消しによって回復すべき法律上の利益が失われた者による審査請求

などの要件不備により却下される場合等をいう。 

２ 第２項は、審査会への諮問にあたり、行審法の規定に基づく関係書面の

写しを添付することを定めたものである。 

３ 第３項及び第５項は、審査会に諮問した実施機関（審査庁）に対し、諮

問をした旨及び裁決を行った旨を、審査請求人等の関係者に通知すること

を義務付けるものである。 

  なお、第３項第２号は、公開に反対の意見書を提出した第三者が審査請

求をした場合に、請求者に参加の機会を与えることを目的とし、同項第３

号は、請求者が審査請求を行った場合に、当該第三者に参加の機会を与え

ることを目的としている。 
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４ 第６項は、審査請求に対する裁決において、非公開又は一部公開の決定

を変更し、当初の決定より公開する部分を拡大する旨の裁決をしたときは、

第８条の規定を準用して閲覧等の手続きを行うことを定めたものである。 

５ 第７項は、第三者からの審査請求を棄却等する場合、又は第三者に関す

る情報が記録された情報の全部もしくは一部を公開しない旨の決定を変更

し、当初の決定より公開する部分を拡大する旨の裁決をする場合に、当該

第三者に訴訟提起の機会を確保するための手続きを定めたものである。 

これは、第三者に関する情報を公開することにより、当該第三者に回復

不能の利益侵害が生じるおそれもあることから、当該第三者に訴訟を提起

する機会を与えることが、裁判を受ける権利の保障の観点から望ましいと

の趣旨によるものである。 

 

【運 用】 

１ 審査会への諮問（第１項及び第２項） 

 審査庁は受け付けた審査請求が明らかに不適法であり却下するとき又は

審査庁による審理手続（前条の【運用】３参照）の結果として審査請求の

全てを認容するときを除き、審理手続を終了したのち直ちに、「諮問書」

に次の資料を添えて審査会に審査請求に対する審査を求めるものとする。 

① 弁明書の写し 

② 反論書及び意見書、その他証拠書類の写し（提出があった場合） 

③ 口頭意見陳述の要旨（実施した場合） 

④ 審査請求書の写し 

⑤ 情報公開請求書及び請求に係る対象情報の写し 

⑥ 非公開決定等の通知書の写し 

⑦ その他審査請求の審査を行ううえで必要と認められる資料 

２ 諮問した旨の通知（第３項） 

  審査庁は、審査会へ諮問した際には、次に掲げる関係者に対し「諮問を

した旨の通知書」により通知する。 

 ⑴ 審査請求人が請求者である場合 審査請求人本人、参加人及び当該諮

問に係る第７条第１項の決定について反対意見書を提出した第三者 

 ⑵ 審査請求人が第三者である場合 審査請求人本人、参加人及び請求者 

３ 審査会の審査 

審査会の運営については運営要領の定めによるが、審査手続は概ね次の

とおり進行する。 
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⑴ 審査庁からの説明の聴取等 

審査庁の職員の出席を求め、審査庁による審理手続の状況等について

説明を聴取するとともに、請求に係る対象情報の内容を直接見分しなが

ら、処分庁の判断が妥当であるか否かを検討する。 

なお、審査会は、この際に、追加の資料の提出を求めることがある。 

⑵ 審査請求人等の意見等の聴取 

審査請求人、参加人又は処分庁である所管課から申し出があったとき

は、審査会が、その必要がないと認める場合を除き、口頭で意見を陳述

する機会を付与する。 

なお、この意見聴取の際には、補佐人の同席を認めることがある。 

⑶ 答申 

審査会は、委員の合議により答申の内容を決定し、審査庁に答申する。 

４ 審査請求に対する裁決（第４項、第５項及び第６項） 

 審査庁は、審査会から答申を得たときは、これを十分尊重して審査請求

に対する裁決を行い、審査請求人等（第３項の規定により諮問した旨を通

知した関係者）に対し、速やかに「情報閲覧等審査請求裁決書」の謄本

（裁決書の写しに実施機関が原本証明を行ったもの）を送付する。 

 また、裁決において非公開又は一部公開の決定を変更し、当初の決定よ

り公開する部分を拡大する旨の裁決をしたときは、第８条の規定を準用し、

「審査請求に対する裁決について（通知）」に閲覧等の方法を明記し、関

係者に通知する。 

 なお、この場合において、当該情報に第三者に関する情報が記録されて

いるときは、本条第７項の規定に留意して公開期日を指定するものとする。 

５ 第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続き（第７項） 

⑴ 第三者に関する情報が記録された情報に係る全部公開又は一部公開の

決定に対して、当該第三者から審査請求が行われたが、当該審査請求が

却下又は棄却され、当該情報が公開されることとなるときは、条例第７

条の３第３項の規定を準用し、審査請求に対する裁決の日と公開を実施

する日との間に少なくとも２週間の期間を置くとともに、上記４の裁決

後直ちに、第三者である審査請求人及び参加人に対し、公開を実施する

日等を書面により通知する。 

⑵ 第三者に関する情報が記録された情報に係る非公開又は一部公開の決

定に対し審査請求が行われた結果、当該決定内容が変更され、当該情報

（第三者に関する情報の部分）が公開されることとなる場合において、
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第三者である参加人が当該情報の公開に反対の意思を表示しているとき

は、条例第７条の３第３項の規定を準用し、公開決定等を変更する旨の

裁決をした日と公開を実施する日との間に少なくとも２週間を置くとと

もに、当該公開裁決後直ちに、当該参加人に対し、公開する旨の裁決を

した旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなけれ

ばならない。 
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審査請求人 審査会 

審査請求書提出 審査請求書受付 

形式審査 

補正命令 補正 

審査請求書写しの送付 

弁明書提出要求 

審査請求書写し受領 

弁明書提出 

審査会へ諮問 

諮問書受領 

弁明書受領 

反論書・意見書 

（提出があった場合） 

口頭意見陳述の要旨受領 

（実施した場合） 

弁明書写し受領 

反論書提出 

情報公開・個人情報保護審査会開催 

審査庁からの説明の聴取・審査請求人等の意見等の聴取 

答申書作成 

答申書送付 答申書受領 

裁決書作成 

裁決書送付 裁決書受領 

実施機関が町長以外の場合は、実施

機関の庶務担当課が審査庁となる 

処分庁 
（実施機関） 

情報所管課 

※審査庁と処分庁が同一の課であ

る場合は、送付や要求は行わずに

弁明書を作成する 

※ 

諮問した旨の通知受領 諮問した旨の通知 

（審査請求人または参加人から申立てがあった場合）口頭意見陳述の実施 

審査庁 
（諮問庁） 

審

査

請

求

人 

参

加

人 

弁明書写し受領 

意見書提出 

審査請求人 

参加人 

審査請求に係る審理手続の流れ 

弁明書写しの送付 

反論書が提出できる旨の通知 

意見書が提出できる旨の通知 
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（情報の整備等） 

第12条 実施機関は、情報の整備及び閲覧等の手続の迅速化、その他この条

例に基づく事務の公正かつ能率的運営を図るために必要な施策を講ずるも

のとする。 

２ 実施機関は、情報の公開に関する制度の改善及び第15条に規定する情報

の提供について、必要な施策を講ずる場合は、島本町情報公開・個人情報

保護運営審議会の意見を聴かなければならない。 

【趣 旨】 

 本条は、情報公開制度の公正かつ能率的運営を図るとともに、情報公開制

度の改善及び情報の提供等について必要な施策を講ずる場合は、島本町情報

公開・個人情報保護運営審議会（以下「審議会」という。）の意見を聴くべ

き旨を定めたものである。 

 

【解 説】 

 情報公開制度は、実施機関が管理している情報について、閲覧等の権利を

保障するものであるから制度の公正かつ能率的な運営を図るため、事務の見

直し改善が必要となる。したがって、よりよい情報公開制度とするため、審

議会に情報公開制度改善及び情報の提供等についての審議機能を持たせ、こ

の制度をより充実した内容にしようとするものである。 
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（利用者の責務） 

第13条 この条例の規定により、情報の閲覧をし、又は情報の写しの交

付を受けようとする者は、第１条の目的に則し、適正な請求に努める

とともに情報の公開を受けたときは、これによって得た情報を適正に

用いなければならない。 

 

【趣 旨】 

 本条は、利用者の責務を定めたものである。 

 

【解 説】 

１ 情報の閲覧等をした者は、開示された情報を、この条例の目的に沿って

 適正に運用しなければならない条例上の義務を負うものである。 

 すなわち、情報の公開を受けた者に対して、その情報を町政への参加、

 町政の公正な運営の確保のために利用すべきことを定めた責務規定である｡ 

２ 条例の目的に鑑み、住民の積極的かつ有効、適切な活用により、開かれ

た町政がより一層推進されることとなるのであって、情報の公開を受けた

ものがその情報を濫用して、住民の生活や企業活動を侵害したり、特定の

利益を享受し、社会的不公平を引き起こすようなことがあってはならない｡ 

 

【運 用】 

１ 適正請求に対する措置 

 大量の情報公開請求は、一概に不適切な請求とはいえないが、情報公開

事務担当課又は実施機関は、請求しようとするものに対して、 

 ① 受付時に大量請求しなければならない必要性を確認する。 

 ② 事務執行上の支障を説明し、必要に応じて抽出請求や分割請求をす

   るよう要請する。 

２ 適正使用に対する措置 

 実施機関は、情報の公開によって、その情報が不適正に使用され、又は

 使用されるおそれがあると認められる場合には、当該使用者にその中止を

 要請する。 

３ 著しく不適正な請求及び使用については、権利濫用の一般法理により対

 処する。 

４ 「適正な請求」ではないと認められるもの 

 ① 町の事務執行を妨害する目的で大量の公開請求を行うこと。 
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 ② 第三者の権利を害することを目的として情報公開請求をすること。 

５ 情報が不適正に利用されたことが確認された場合は、実施機関は、その

 者に対して注意するとともに、以降その者からの閲覧等に対しては、特に

 慎重に対応するものとする。 
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（運用状況の公表） 

第14条 実施機関は、毎年、この条例の運用の状況について住民に公表する

ものとする。 

 

【趣 旨】 

 本条は、この条例の運用状況についての公表義務を定めたものである。 

 

【解 説】 

 実施機関は、情報公開制度の公正な運営を図るため、その運用状況を公表

するものとする。 

 

 運用状況の公表は、おおむね次の事項について行うものとする。 

 ⑴ 公表事項 

ア 閲覧等の処理件数 

イ 閲覧等の公開件数 

ウ 閲覧等の非公開・不存在件数 

エ 閲覧等の請求拒否件数 

オ 審査請求の件数 

カ 審査請求の処理状況 

キ 情報の提供として処理した件数 

 ⑵ 公表時期等 

ア 毎年10月、町広報誌により公表する。 

イ 事務事業成果報告書により公表する。 
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   （情報の提供） 

第15条 実施機関は、町政に対する住民の理解を深めるとともに、町政

への参加をより推進するため、必要な情報を積極的に提供するよう努

めなければならない。 

 

【趣 旨】 

本条は、実施機関の情報の提供義務を定めたものである。 

 

【解 説】 

 情報の提供とは、実施機関の自主的判断に基づき、住民に情報を提供する

ことであり、情報の公開とは、住民の権利の行使により実施機関に対し情報

を求めることである。情報の公開と提供等は、質的には異なるが、住民参加

の町政を推進する手段では共通しており、いわば、「車の両輪」である。公

開請求の頻度の高いものについては、可能な限り資料化に努めるものとし、

住民の求めに応じた情報の提供については、情報提供要領に基づき適切に運

用することとする。 

 

【運 用】 

１ 情報提供の対象情報 

 ⑴ 所管課は、住民から情報の提供の求めがあった場合（所管課等窓口で

の申出に限る）には、所管課長の判断のもと、次の情報に該当する場合

には条例第６条に定める閲覧等の請求（以下「公開請求」という。）の

手続によることなく、提供することができる。なお、課長が不在でただ

ちに判断できない場合には、次長級以上が代理で判断する又はただちに

判断できない旨を住民（申出者）に伝え、公開請求の手続きを案内する

ものとする。 

  ア 過去に公開請求があり全部公開した情報で、申出を受けた時点にお

いてもあきらかに判断が変わらない情報 

  イ 既に公表されている情報のみが記載されている情報 

 ウ その他条例第５条第１項各号に規定する非公開情報が含まれていな

いことがただちに判断できる情報  

２ 提供の場所 

  情報の提供は、原則として所管課等の職員が所管課等の窓口において行

う。 
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３ 写しの交付 

写しの交付の部数は、申出１件につき１部とする。また、写しの交付に

要する費用は住民の負担とする。 

コンピューターやサーバー、その他の電磁的記録媒体に保存されている

電磁的記録の写しの交付については、情報公開事務担当課の職員が電算室

で複写を行うものとする。 

  ただし、次に掲げる情報の写しを交付する場合は、無料で提供すること

ができる。 

 ⑴ 広報又は普及啓発を目的に作成された情報 

 ⑵ 住民に法令、行政手続き、行政サービス等の内容を説明するために必

要な情報 

 ⑶ 審議会等の配布資料の残りなど無料で提供することが適当と認められ

る情報 

４ 提供後の事務 

  住民に情報の提供を行った場合には、すみやかに情報公開事務担当課へ

日時・情報提供した資料名等を報告するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 

 

（適用除外） 

第16条 この条例は、法令又は他の条例等に情報の閲覧等の手続が定められ

ている場合における当該閲覧等については適用しない。 

２ この条例は、前項に規定するもののほか、実施機関が図書館、行政資料

コーナーその他これらに類する施設において、住民の利用に供することを

目的として管理している図書、図面、記録等の当該情報の閲覧等について

は適用しない。 

 

【趣 旨】 

 本条は、他の法令等の規定により閲覧等の手続きが定められている情報及

び図書館等の施設において、住民の利用に供することを目的として管理して

いる情報については、この条例を適用しない旨を定めたものである。 

 

【解 説】 

１ 第１項は、本条例の対象となる情報であっても、法令等により閲覧・縦

覧又は、謄抄本等の交付を所要の手続きで規定している場合、この条例は

適用しないものとする。 

２ 第２項は、図書館等において管理している図書、図面その他の資料は、

それぞれの目的にそって閲覧手続が定められている。したがって、当該資

料の閲覧等については、それぞれの管理及び利用規則に従うものであり、

この条例の適用除外とすることとした。 
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（委任） 

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。 

 

【趣 旨】 

 本条は、この条例の施行に関して必要な事項を定める権限を各実施機関に

委任したものである。 
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様式第１号（第４条関係） 

情報公開請求書 
年  月  日 

実施機関 

様 

請求者 

住 所（法人その他の団体にあっては事務所等の所在地） 

                              

氏  名（法人その他の団体にあっては、その名称及び代表者の氏名） 

                              

連絡先 

 電 話     －             
島本町情報公開条例第６条の規定に基づき、次のとおり情報の公開を請求します。 

情報公開の方法区分 
□閲覧   □写しの交付 

□その他（         ） （□郵送を希望） 

請 求 者 の 区 分 

□町の区域内に住所を有する者 

□町の区域内に存する事務所又は事業所に勤務する者  

 （所在地）島本町          （名  称）  

□町の区域内に存する学校に在学する者  

 （所在地）島本町          （名  称）  

□町の区域内に事務所又は事業所を有する個人又は法人

その他の団体 

 （所在地）島本町          （名  称）  

□上記以外のもので、町の行政に利害関係を有するもの  

 （利害関係の内容）  

請求に係る情報の名称

又は内容 
 

請 求 の 目 的  

 

※処理欄 
受付年月日     年  月  日 

担 当 部 局     部     課 

備

考 

 

 

 

注 １ 迅速かつ的確な情報の公開を行うため、請求したい情報の内容等については、事

前に担当課等にお問い合わせください。 

２ 請求に係る情報の名称又は内容及び利害関係の内容については、できるだけ具体

的に記入してください。 

３ 請求の目的は、請求された情報の検索及び特定等の参考にするためのものです

が、記入については、請求者の任意です。 

４ ※印の欄は、記入しないでください。
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様式第２号（第４条関係） 

島  第     号 

年  月  日 

 

補 正 通 知 書 

 

            様 

 

                   実施機関名 

    ㊞ 

 

    年  月  日付けで提出された情報公開請求書は、次のとおり不備

がありますので、島本町情報公開条例第６条第３項の規定により補正を求めま

す。 

 

補正をする事項  

提 出 期 限 年   月   日 

添 付 書 類  

補正書提出先 

（担 当 課） 

所在地 〒６１８－ 

 

 

部     課（電話    －      ） 

 

注 提出期限までに補正できない場合は、あらかじめ担当課までご連絡ください。
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様式第３号（第５条関係）  

                         島  第     号  

                            年  月  日  

      

       決定期間延長通知書  

 

         様  

                  実施機関  

                                 ㊞  

 

     年 月 日付けで請求のあった情報の公開については、島本町情報公

開条例第７条第３項の規定により、次のとおり決定期間を延長したので通知しま

す。  

 

 請求に係る情報の名称 

又は内容   

 当 初 の 決 定 期 限      年   月   日  

 延 長 後 の 決 定 期 限      年   月   日  

 延 長 の 理 由    

 担 当 部 局 
       部       課  

電話     －     
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様式第４号（第５条関係）  

                         島 第 号           

年   月   日  

 

公開決定通知書       

 

 様  

 

                   実施機関             

                                  印  

 

   年 月 日付けで請求のあった情報の公開については、次のとおり公開す

ることと決定したので、島本町情報公開条例第７条第３項の規定により通知しま

す。  

 

請求に係る情報の名称 

又は内容 

 

請求に係る情報の名称 

又は内容に基づき特定 

した情報 

 

公開の方法 
□ 閲覧  □ 写しの交付  

□ その他（         ） （□郵送）  

公 開 の 日 時 
  年  月  日  午前・午後  時から  

 
              午前・午後 時まで  

公 開 の 場 所  

担 当 部 局 
       部      課  
 
電話    －  

 

注 １ 指定された公開の日時に来所できない場合は、あらかじめ担当部局に   

連絡してください。  

  ２ 情報の公開を受ける際には、この通知書を提示してください。
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様式第５号（第５条関係）  

                         島  第     号  

                            年  月  日  

 

一部公開決定通知書  
 

             様  

 

                   実施機関  

                                  印  

 

     年  月  日付けで請求のあった情報の公開については、次のとお
りその一部を公開することと決定したので島本町情報公開条例第７条第３項の規
定により通知します。  

 

請求に係る情報の名称 

又は内容 
 

請求に係る情報の名称 

又は内容に基づき特定 

した情報 

 

公 開 の 方 法  
□ 閲覧  □ 写しの交付  

□ その他（         ） （□郵送）  

 公 開 の 日 時 
年   月   日午前・午後  時から  

             午前・午後  時まで  

 公 開 の 場 所 
 

 公開しないことと決定 

 した部分 

 

 公 開 し な い 理 由 

 

 ※公開しないことと決定した部分の公開予定日      年   月   日  

 担 当 部 局      部     課 電話   －  

 
(教示) この決定に不服のあるときは、次のとおり審査請求をし、又は取消しの訴えを提起することができます。 

⑴ この通知書を受け取った日の翌日から起算して 3か月以内に、行政不服審査法(平成 26年法律第 68号)第 2条の規定により実施機関 

      に審査請求をすることができます(なお、通知書を受け取った日の翌日から起算して 3か月以内であっても、処分の日の翌

日から起算して 1年を経過すると審査請求をできなくなります。)。 

⑵ この通知書を受け取った日の翌日から起算して 6か月以内に、島本町を被告として(訴訟において島本町を代表する者は、      

 となります。)大阪地方裁判所にこの決定の取消しの訴えを提起することができます(なお、通知書を受け取った日の翌日から起算し

て 6か月以内であっても、決定の日の翌日から起算して 1年を経過すると決定の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。

ただし、(1)の審査請求をした場合には、決定の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決書を受け取った日の翌日から起算して 6か

月以内に提起することができます。 

注 １ 指定された公開の日時に来所できない場合は、あらかじめ担当部局に連絡してください。 

  ２ ※印の欄には、請求に係る情報の一部を公開しないこととした理由がなくなる期日をあらかじめ明示することができるときにその

期日を記入していますので、その日以降あらためて請求してください。ただし、期日の明示の有無にかかわらず請求があった日から

起算して 3か月以内に公開しないこととした理由がなくなったときは、実施機関から公開する旨の通知を請求者に送付します。 

  ３ 情報の公開を受ける際には、この通知書を提示してください。 
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様式第６号（第５条関係）  

                         島  第     号  

                            年  月  日  

 

非公開決定通知書  
 

             様  

 

                 実施機関  

                                  印  

 

     年  月  日付けで請求のあった情報の公開については、次のとお
り公開しないことと決定したので島本町情報公開条例第７条第３項の規定により
通知します。  

 

請求に係る情報の名称 

又は内容 

      

請求に係る情報の名称 

又は内容に基づき特定 

した情報 

 

 公 開 し な い 理 由 

 

 ※ 公 開 予 定 日 
     

 年   月   日  

 担 当 部 局 
       部      課  

  電話    －  

 

(教示) この決定に不服のあるときは、次のとおり審査請求をし、又は取消しの訴えを提起することができます。 

⑴ この通知書を受け取った日の翌日から起算して 3か月以内に、行政不服審査法(平成 26年法律第 68号)第 2条の規定により実施機関 

     に審査請求をすることができます(なお、通知書を受け取った日の翌日から起算して 3か月以内であっても、処分の日の翌

日から起算して 1年を経過すると審査請求をできなくなります。)。 

⑵ この通知書を受け取った日の翌日から起算して 6か月以内に、島本町を被告として(訴訟において島本町を代表する者は、     

 となります。)大阪地方裁判所にこの決定の取消しの訴えを提起することができます(なお、通知書を受け取った日の翌日から起算し

て 6か月以内であっても、決定の日の翌日から起算して 1年を経過すると決定の取消しの訴えを提起することができなくなりま

す。)。ただし、(1)の審査請求をした場合には、決定の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決書を受け取った日の翌日から起算

して 6か月以内に提起することができます。 

注 ※印の欄には、請求に係る情報を公開しないこととした理由がなくなる期日をあらかじめ明示することができるときにその期日を記入

していますので、その日以降あらためて請求してください。ただし、期日の明示の有無にかかわらず請求があった日から起算して３か

月以内に公開しないこととした理由がなくなったときは、実施機関から公開する旨の通知を請求者に送付します。 
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様式第７号（第５条関係）  

                      島  第    号  

                         年   月   日 

 

情報不存 在 による非 公 開決定 通 知 書  

 

         様  

 

                 実施機関  

                                       印  

 

     年   月   日付けで請求のあった情報の公開については、対象

となる下記情報を所持し、又は管理しておりませんので、その旨通知いたし

ます。  

 

               記  

 

情報公開請求書に記載された情報の名称又は内容  

  

 

（不存在の理由）  

  

 

 

担当部局      部     課（電話    －     ）  

 
(教示) この決定に不服のあるときは、次のとおり審査請求をし、又は取消しの訴えを提起することができます。 

⑴ この通知書を受け取った日の翌日から起算して 3 か月以内に、行政不服審査法(平成 26 年法律第 68 号)第 2 条の規定に

より実施機関      に審査請求をすることができます(なお、通知書を受け取った日の翌日から起算して 3 か月以内

であっても、処分の日の翌日から起算して 1 年を経過すると審査請求をできなくなります。)。 

⑵ この通知書を受け取った日の翌日から起算して 6 か月以内に、島本町を被告として(訴訟において島本町を代表する者

は、      となります。)大阪地方裁判所にこの決定の取消しの訴えを提起することができます(なお、通知書を受け

取った日の翌日から起算して 6 か月以内であっても、決定の日の翌日から起算して 1 年を経過すると決定の取消しの訴え

を提起することができなくなります。)。ただし、(1)の審査請求をした場合には、決定の取消しの訴えは、その審査請求に

対する裁決書を受け取った日の翌日から起算して 6 か月以内に提起することができます。 
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様式第８号（第５条関係）  

 

                         島  第     号  

                            年  月  日  

 

 

         情報存否応答拒否決定通知書  
 

 

             様  

 

                  実施機関              
                                  印  

 

     年  月  日付けで請求のあった情報の公開については、島本町情
報公開条例第６条の２の規定により、次のとおり情報の公開請求を拒否すること
と決定しましたので通知します。  

 

 請求に係る情報の名称 

又は内容 

 

 請求を拒否する理由 

 

※拒否理由がなくなる予定 

時期 
年   月   日  

 担 当 部 局 
        部       課  

 電話    －  

 
（教示） この決定に不服のあるときは、次のとおり審査請求をし、又は取消しの訴えを提起することができます。 

⑴ この通知書を受け取った日の翌日から起算して３か月以内に、行政不服審査法（平成２６年法律第６８号）第２条の

規定により実施機関      に審査請求をすることができます（なお、通知書を受け取った日の翌日から起算して

３か月以内であっても、処分の日の翌日から起算して１年を経過すると審査請求をできなくなります。）。 

 ⑵ この通知書を受け取った日の翌日から起算して６か月以内に、島本町を被告として（訴訟において島本町を代表する

者は、     となります。）大阪地方裁判所にこの決定の取消しの訴えを提起することができます（なお、通知書を

受け取った日の翌日から起算して６か月以内であっても、決定の日の翌日から起算して１年を経過すると決定の取消し

の訴えを提起することができなくなります。）。ただし、⑴の審査請求をした場合には、決定の取消しの訴えは、その審

査請求に対する裁決書を受け取った日の翌日から起算して６か月以内に提起することができます。 

 注 ※印の欄には、請求に係る情報を公開しないこととした理由がなくなる期日をあらかじめ明示することができると

きにその期日を記入していますので、その日以降あらためて請求してください。ただし、期日の明示の有無にかかわ

らず請求があった日から起算して３か月以内に公開しないこととした理由がなくなったときは、実施機関から公開す

る旨の通知を請求者に送付します。 
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様式第９号（第５条の２関係） 

                         島  第     号  

                            年  月  日  

 

     情報公開決定等期間特例延長通知書  

 

            様  

                      実施機関  

                                 ㊞  

 

     年 月 日付けで請求のあった情報の公開については、島本町情報公

開条例第７条の２の規定により、次のとおり決定期間を延長したので通知しま

す。  

 

 請求に係る情報の名称 

又は内容   

 当 初 の 決 定 期 限        年   月   日  

 情報公開請求に係る情報 

のうちの相当の部分につ 

き公開決定等をする期限 

及びその部分 

 期限  年   月   日  

 部分  
 

 

 残りの情報について公開 

決定等をする期限 年   月   日  

 島本町情報公開条例第  

７条の２を適用する理  

由  
 

担  当  課  
      部      課  

電話     －     
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様式第１０号（第５条の３関係）  

                       島   第      号  

                          年   月   日  

 

意見照会 書  

   

           様  

   

                 実施機関  

                                印  

 

 島本町情報公開条例に基づき、      年 月 日付けで公開請求のありまし

た情報に、あなた（貴団体）に関する情報が記録されています。  

 つきましては、同条例第７条の３第１項の規定により次のとおり通知します

ので、この情報を公開することに関し、ご意見があれば、別紙「情報公開決定

等に係る意見書」を提出してください。  

 

 請求に係る情報の名称又は 

 内容 
  

 上記情報に記録されている 
 あなた（貴団体）の情報の    
 内容  

 

 提出期限       年    月    日  

 意  見  書  提  出  先 

（担  当  部  局） 

 所在地  〒６１８－  

 大阪府三島郡島本町  

      部      課     

電話    －      

 備    考    
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様式第１１号（第５条の３関係）  

                       島   第      号  

                          年   月   日  

 

意見照会 書  

   

           様  

   

                    実施機関  

                                印  

 

 島本町情報公開条例に基づき、      年 月 日付けで公開請求のあり

ました情報に、あなた（貴団体）に関する情報が記録されています。  

 つきましては、同条例第７条の３第２項の規定により次のとおり通知しま

すので、この情報を公開することに関し、ご意見があれば、別紙「情報公開

決定等に係る意見書」を提出してください。  

 

 請求に係る情報の名称又は 

 内容 
  

 上記情報に記録されている 
 あなた（貴団体）の情報の   
 内容  

 

 提   出   期   限       年    月    日  

 意  見  書  提  出  先 

（担  当  部  局） 

 所在地  〒６１８－  

 大阪府三島郡島本町  

      部      課     

電話     －      

 備    考    
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様式第１２号（第５条の３関係）  

                          年   月   日  

 

情報公開 決 定等に係 る 意見書  

 

 

実施機関 

 様 

 

提出者 

住 所（法人その他の団体にあっては事務所等の所在地） 

                              

氏 名（法人のその他の団体にあってはその名称及び代表者の氏名） 

                              

連絡先 

  電 話     －            

 

     年   月   日付け島   第     号で照会のあった件につい

ての意見は、次のとおりです。  

 

請求の対象と  

なった情報  

 

公開について  

の意見  

□公開してもよい。  

□公開に反対する。  

公開決定に反  

対する場合の  

理由  
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様式第１３号（第５条の３関係）  

                       島   第      号  

                          年   月   日  

 

情報公開 決 定に係る 通 知書  

   

           様  

 

                  実施機関             

                               印  

 

     年   月   日付け島   第      号で照会し、御意見をい

ただきましたあなた（貴団体）に関する情報が記録されている情報の公開に

ついて、次のとおり決定しましたので通知します。  

 

 請求に係る情報の内容   

 公開決定したあなた  

の情報の内容及びそ  

の理由  

 １  公  開    ２  一部公開  

 

 情報を公開する日       年    月    日  

 担当部局  
      部       課  

（電話      －     ）  

 備考   

 
（教示） この決定に不服のあるときは、次のとおり審査請求をし、又は取消しの訴えを提起することができます。 

⑴ この通知書を受け取った日の翌日から起算して３か月以内に、行政不服審査法（平成２６年法律第６８号）第２条の規定により実施

機関      に審査請求をすることができます（なお、通知書を受け取った日の翌日から起算して３か月以内であっても、処分の

日の翌日から起算して１年を経過すると審査請求をできなくなります。）。 

 ⑵ この通知書を受け取った日の翌日から起算して６か月以内に、島本町を被告として（訴訟において島本町を代表する者は、     

 となります。）大阪地方裁判所にこの決定の取消しの訴えを提起することができます（なお、通知書を受け取った日の翌日から起算し

て６か月以内であっても、決定の日の翌日から起算して１年を経過すると決定の取消しの訴えを提起することができなくなります。）。

ただし、⑴の審査請求をした場合には、決定の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決書を受け取った日の翌日から起算して６か

月以内に提起することができます。 
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様式第１４号（第１１条関係）  

  

                          年   月   日  

   

情報閲覧 等 審査請求 書  
 

実施機関  

             様  

 

                 審査請求人            

  

次のとおり、審査請求をします。 

１ 審査請求人の氏名及び住所 
  氏名             住所 

２ 審査請求に係る処分 

          が    年   月   日付け島    第     号で審査
請求人に対して行った        決定処分 

３ 審査請求に係る処分があったことを知った年月日 

       年   月   日 
４ 審査請求の趣旨及び理由 

⑴ 審査請求の趣旨 

    審査請求に係る処分（のうち               を公開・非公開とし
た部分）を取り消し、公開・非公開するとの裁決を求める。 

⑵ 審査請求の理由 

    審査請求に係る処分は、次のとおり違法、不当である。 
     （審査請求人の主張等を具体的に記載する。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 処分庁の教示の有無及びその内容 
「この決定に不服のあるときは、次のとおり審査請求をし、又は取消しの訴えを提起することができます。

⑴ この通知書を受け取った日の翌日から起算して３か月以内に、行政不服審査法（平成２６年法律第６８

号）第２条の規定により実施機関      に審査請求をすることができます（なお、通知書を受け取った

日の翌日から起算して３か月以内であっても、処分の日の翌日から起算して１年を経過すると審査請求をでき

なくなります。）。 ⑵ この通知書を受け取った日の翌日から起算して６か月以内に、島本町を被告として

（訴訟において島本町を代表する者は、      となります。）大阪地方裁判所にこの決定の取消しの訴え

を提起することができます（なお、通知書を受け取った日の翌日から起算して６か月以内であっても、決定の

日の翌日から起算して１年を経過すると決定の取消しの訴えを提起することができなくなります。）。ただし、

⑴の審査請求をした場合には、決定の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決書を受け取った日の翌日か

ら起算して６か月以内に提起することができます。」との教示があった。 
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様式第１５号（第１１条関係）  

                       島   第      号  

                          年   月   日  

 

諮 問 書  

 

島本町情報公開・個人情報保護審査会  

会長           様  

 

                実施機関  

                                印  

 

 情報公開について、別添（写）のとおり審査請求がありましたので、島本町情報公開条例

第１１条の２第１項の規定に基づき審査を求めます。 

 

（添付書類） 

    １ 情報閲覧等審査請求書（写） 

    ２ 情報公開請求書（写） 

    ３ 非公開（一部公開）決定通知書（写） 

    ４ 決定期間延長通知書（写）  ※決定期間延長の場合 

    ５ 一部公開情報（写）  ※一部公開の場合 

    ６ 公開請求対象情報（写） 

    ７ 情報不存在による非公開決定通知書（写） 

８ 情報公開決定に係る通知書（写） 

    ９ 弁明書（写） 

    10 反論書（写） 

    11 意見書（写） 

 注 上記添付書類の内、本請求書に添付した書類については、その情報番号を○で囲む。 
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様式第１６号（第１１条関係）  

                       島   第      号  

                          年   月   日  

 

諮問をし た 旨の通知 書  

 

（審査請求人等）  

          様  

 

                実施機関  

                                印  

 

   年   月   日付け       に対する審査請求について、次のと

おり島本町情報公開・個人情報保護審査会に諮問したので、島本町情報公開条

例（昭和５８年島本町条例第２４号）第１１条の２第３項の規定により通知し

ます。  

 

審査請求に係る情報の名称等 

 

審査請求に係る公開決定等 
 

審査請求 

⑴ 審査請求日 

 

⑵ 審査請求の趣旨 

 

 

諮問日       年     月    日 

担当課 
      部      課 

（電話   －     ） 
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様式第１７号（第１１条関係）  

                       島   第      号  

 

情報閲覧 等 審査請求 裁 決 書  

 

               （審査請求人等）  

 

 上記審査請求人（以下「請求人」という。）から    年  月  日付けで提起された

島本町情報公開条例（昭和５８年条例第２４号）第７条第１項及び第７条の３第３項の規定

による決定処分に対する審査請求については、次のとおり裁決する。 

 

主 文 

理 由 

 

第１ 事実 

 

第２ 請求人の審査請求の趣旨及び主張要旨 

 

第３ 裁決の理由 

 

 

 

 

よって、主文のとおり裁決する。 

 

     年  月  日 

 

実施機関          印
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                       島   第     

 号  

                          年   月   日  

 

           様  

 

                   実施機関          印  

 

      審査請求に対する裁決について（通知）  

 

     年   月   日付けで提起された情報の非公開（一部公開）決定

等に係る審査請求については、     年   月   日付島    第    

  号により裁決したので、裁決書の謄本を送付します。  

 なお、非公開決定を取り消した情報（一部公開決定を一部取り消した部分

の情報）については、下記のとおり公開することとしたので通知します。  

 

                  記  

 

１  公開する情報の件名  

２  情報公開の期日及び時間       年   月   日  

              午前（後）  時  分から  時  分までの間  

３  情報公開の実施場所      

４  実施機関          部     課  電話     －  

 

 

 

   注  実施機関名による原本証明をした決定書の謄本を添付する。
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                       島  第    号  

年   月   日  

 

 実施機関  

       課長  様  

 

                     （情報公開事務担当）課長  

 

情報公開請求書の送付について  

 

 標記のことについて、別添のとおり情報公開請求書を     年   月   

日付けで受付けしましたので送付します。なお、所定の手続に当っては、

期限等を遵守するとともに、次の事項に十分留意してください。  

 

             記  

 

１  請求書を受付けた日から起算して 15 日以内に当該請求に対する公開・

非公開の決定を行い請求者に通知すること。ただし、やむを得ない理由に

より 15 日以内に公開・非公開の決定を行うことができない場合は、あら

かじめ公開・非公開決定期間延長通知書を請求者に送付すること。  

２  個人に関する情報及び第三者に関する情報の取扱いについては、当該個

人及び第三者の権利を侵害等することのないよう特に注意すること。  

３  公開・非公開を決定する決裁に当っては「公開・非公開決定確認表」を

添付のうえ情報公開事務担当課に合議を行うこと。  

４  決裁が済み次第、請求者に送付する「諾否決定通知書」の写しを情報公

開事務担当課まで提出すること。  
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○島本町情報公開条例 

 

昭和 58年 12月 28日 

条例第 24号 

 

（目的） 

第１条 この条例は、開かれた町政を推進する上において、住民の「知る権利」の保

障が必要不可欠であることに鑑み、町政に関する情報の公開に係る必要な事項を定

め、町の保有する情報の一層の公開を図り、もって町の諸活動を住民に説明する責

務が全うされるようにするとともに町政の民主的発展に寄与することを目的とす

る。 

（公開の原則） 

第２条 前条の目的を達成するために、町の所持又は保管（以下「管理」という。）

するすべての情報は、住民共有の情報として積極的に公開するものとする。この場

合においては、個人に関する情報で他人に知られたくない情報が、みだりに公開さ

れないように最大限の配慮をしなければならない。 

（定義） 

第３条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定

めるところによる。 

⑴ 「情報」とは、実施機関の職員が職務に関して作成し、又は取得した文書、図

面及びこれらを撮影したマイクロフイルム、写真並びに電磁的記録（電子的方式、

磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた

記録をいう。以下同じ。）であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるもの

として、実施機関が管理している保存期間内のすべての情報をいう。 

⑵ 「住民」とは、本町に住所を有する者又は勤務する者及び在学する者並びに本

町に事務所若しくは事業所を有する法人その他の団体及びその他町の行政に利

害関係を有するものをいう。 

⑶ 「実施機関」とは、町長、議会、教育委員会、監査委員、選挙管理委員会、農

業委員会、公平委員会、固定資産評価審査委員会並びに水道事業及び下水道事業

の管理者の権限を行う町長をいう。 

（閲覧等を請求する権利） 

第４条 住民は、実施機関に対し、情報の閲覧及び写しの交付（以下「閲覧等」とい

う。）を請求することができる。ただし、当該個人に関する情報の閲覧等について

は、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）及び島本町議会の個

人情報の保護に関する条例（令和５年島本町条例第１号）の規定による。 

（非公開情報） 

第５条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する情報を除き公開しなければなら

ない。 

⑴ 法令又は条例等の規定により明らかに公開することができないとされている

情報 

⑵ 個人に関する情報（事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。）で、特

定の個人が識別され得る情報。ただし、次に掲げる情報を除く。 

ア 何人でも法令又は条例等の規定により閲覧することができる情報 

イ 公表することを目的として作成し、又は取得した情報 
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ウ 法令又は条例等の規定により行われた許可、届出その他これに相当する行為

に際して作成し、又は取得した情報であって、公開することが公益上必要と認

められる情報 

エ 当該個人が公務員（国家公務員法（昭和２２年法律第１２０号）第２条第１

項に規定する国家公務員及び地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２

条に規定する地方公務員をいう。）である場合において、当該情報がその職務

の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員の職及び当該職

務遂行の内容に係る部分 

⑶ 法人その他の団体（国、地方公共団体及び公共的団体を除く。以下「法人等」

という。）に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、

公開することにより当該法人等又は当該事業を営む個人に著しい不利益を与え

ることが明らかな情報。ただし、当該法人等又は当該事業を営む個人の事業活動

によって、人の生命、健康若しくは心身の安全等、人の生活に著しい影響を及ぼ

すことが明らかな情報で、公益上公開することが必要と認められる情報を除く。 

⑷ 検査、監査、取締りの計画及び実施細目、入札の予定価格、試験の問題その他

の事務又は事業に関する情報、交渉記録その他関係者の利害が含まれている情報

及び訴訟その他の紛争事案の処理方針に関する情報で、公開することにより行政

の公正かつ円滑な執行に著しい支障を生じることが明らかな情報 

⑸ 審議、検討、調査研究等（以下「審議等」という。）に関する情報で、公開す

ることにより審議等に著しい支障を生じることが明らかな情報 

⑹ 国、他の地方公共団体又は公共的団体（以下「国等」という。）の機関からの

協議又は依頼に基づいて作成し、又は取得した情報で、公開することにより国等

との協力関係に著しい支障を生じることが明らかな情報 

⑺ 人の生命、身体、財産の保護、犯罪の予防、捜査及びその他公共の安全の確保

のため、公開しないことが必要と認められる情報 

⑻ 実施機関の要請を受けて、公にしないことを条件として任意に個人又は法人等

から提供されたものであって、当該条件を付することが当該情報の性質、当時の

状況等に照らして合理的であると認められる情報。ただし、人の生命、健康又は

心身の安全等、人の生活に著しい影響を及ぼすことが明らかな情報で、公益上公

開することが必要と認められる情報を除く。 

２ 実施機関は、前項各号に該当する情報であっても、一定の期間の経過により同項

各号のいずれにも該当しなくなった場合は、当該情報を公開しなければならない。 

３ 実施機関は、第１項各号のいずれかに該当する情報とそれ以外の情報とが記録さ

れている場合において、当該該当する情報とそれ以外の情報とが容易に分離できる

ときは、同項の規定にかかわらず、当該該当する情報が記録されている部分を除い

て、当該情報を公開しなければならない。 

（閲覧等の請求手続） 

第６条 第４条の規定による閲覧等を請求しようとする者（以下「請求者」という。）

は、当該請求に係る情報を管理している実施機関に対して、当該情報の閲覧等の請

求書を提出しなければならない。 

２ 実施機関は、請求者に対し、当該請求に係る情報の特定に必要な情報を提供する

よう努めなければならない。 

３ 実施機関は、第１項の規定により提出された請求書に形式上の不備があると認め

るときは、請求者に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。
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この場合において、実施機関は、請求者に対し、当該補正に必要な情報を提供する

よう努めなければならない。 

４ 実施機関は、当該請求に係る情報を管理していないときは、その旨を明示して請

求を受理しないものとする。この場合において、他に当該情報を管理している機関

があるときは、その旨を教示するよう努めなければならない。 

（存否に関する情報） 

第６条の２ 閲覧等の請求に対し、当該請求に係る情報の存否を答えるだけで、非公

開とすべき情報を公開することとなるときは、実施機関は、当該情報の存否を明ら

かにしないで、当該公開請求を拒否することができる。 

（閲覧等の請求に対する決定等） 

第７条 実施機関は、閲覧等の請求があつたときは、当該閲覧等の請求があつた日か

ら起算して１５日以内に、当該請求に対する公開の諾否の決定を行わなければなら

ない。ただし、当該期間内に決定できないやむを得ない理由があるときは、その期

間を１５日以内に限り延長することができる。 

２ 前項の本文に規定する場合において、第６条第３項の規定により請求書の補正を

求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。 

３ 実施機関は、第１項の規定による決定をしたときは、同項に規定する期間内にそ

の旨を当該請求者に通知しなければならない。ただし、同項ただし書の規定を適用

するときは、その理由を併せて通知しなければならない。 

４ 前項において、実施機関は、当該閲覧等の請求にかかる情報を公開することがで

きない旨の決定をしたときは、その理由を併せて通知しなければならない。この場

合において、一定の期間の経過により当該情報の閲覧等の請求に係る情報を公開す

ることができない旨の決定をした理由がなくなる期日をあらかじめ明示すること

ができるときは、その期日を明らかにしなければならない。 

（公開決定等の特例） 

第７条の２ 閲覧等の請求に係る情報が著しく大量であるため、当該請求があった日

から起算して３０日（第６条第３項の規定により請求書の補正を求めた場合にあっ

ては、これに当該補正に要した日数を加えた日数）以内にそのすべてについて公開

の諾否の決定をすることにより事務の遂行に著しい支障が生じるおそれがある場

合には、前条第１項及び第２項の規定にかかわらず、実施機関は、当該請求に係る

情報のうちの相当の部分につき当該期間内に諾否決定をし、残りの情報については

相当の期間内に諾否決定をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第

１項及び第２項に規定する期限内に、請求者に対し、次に掲げる事項を書面により

通知しなければならない。 

⑴ 本条を適用する旨及びその理由 

⑵ 残りの情報についての諾否決定をする期限 

（第三者に対する意見書提出の機会の付与等） 

第７条の３ 閲覧等の請求に係る情報に町、国等及び請求者以外のもの（以下「第三

者」という。）に関する内容が記録されているときは、実施機関は、公開の諾否決

定を行う場合において、あらかじめ当該情報に係る第三者に対し、当該請求に係る

情報の表示等を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。 

２ 実施機関は、第三者に関する内容が記録されている情報の全部又は一部を公開す

る決定に先立ち、第５条第１項第３号ただし書又は第８号ただし書に該当する場合

において、当該第三者に対し、当該請求に係る情報の表示等を書面により通知して、
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意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明

しない場合は、この限りでない。 

３ 実施機関は、前２項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該

情報の公開に反対の意見を表示した意見書（以下「反対意見書」という。）を提出

した場合において、公開決定をするときは、公開を実施する日との間に少なくとも

２週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、公開決定後直ち

に、当該反対意見書を提出した第三者に対し、公開決定をした旨及びその理由並び

に公開を実施する日を書面により通知しなければならない。 

（閲覧等の方法） 

第８条 実施機関は、閲覧等に係る情報を公開する旨の決定をしたときは、速やかに

当該情報を公開しなければならない。 

２ 前項に規定する公開の方法は、当該情報の閲覧等により行うものとし、電磁的記

録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して別に定める方法で行う。た

だし、実施機関は、情報を開示することにより、当該情報の汚損、破損等のおそれ

があるとき、又は一部公開により情報を公開するときその他正当な理由があるとき

は、当該情報を複写したものの閲覧又は写しの交付により、これを行うことができ

る。 

３ 情報の閲覧等の方法は、実施機関が指定する期日及び場所において行うものとす

る。 

（情報目録の作成） 

第９条 実施機関は、管理する情報の目録を作成し、住民の閲覧に供するものとする。 

（費用負担） 

第１０条 第８条第２項に規定する当該情報の閲覧等のうち、写しの交付及び送付に

要する費用は請求者の負担とする。 

（審査請求） 

第１１条 請求者及び第三者は、この条例による情報の閲覧等の請求に対する処分又

は閲覧等の請求に係る不作為に不服があるときは、審査請求をすることができる。 

２ 第７条第１項の決定又は閲覧等の請求に係る不作為に係る審査請求については、

行政不服審査法（平成２６年法律第６８号）第９条第１項本文の規定は、適用しな

い。 

（審査会への諮問） 

第１１条の２ 第７条第１項の決定又は閲覧等の請求に係る不作為について審査請

求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のい

ずれかに該当する場合を除き、遅滞なく島本町情報公開・個人情報保護審査会（以

下「審査会」という。）に諮問しなければならない。 

⑴ 審査請求が不適法であり、却下する場合 

⑵ 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る情報の全部の閲覧等を

することとする場合（当該情報の閲覧等について反対意見書が提出されている場

合を除く。） 

２ 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第９条第３項において読み替えて適用

する同法第２９条第２項の弁明書の提出若しくは作成がなされたとき、又は同法第

９条第３項において読み替えて適用する同法第３０条第１項の反論書若しくは同

法第９条第３項において読み替えて適用する同法第３０条第２項の意見書の提出

があったときは、これらの写しを添えてしなければならない。 
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３ 第１項の規定により諮問をした実施機関は、次に掲げる者に対し、当該諮問をし

た旨を通知しなければならない。 

⑴ 審査請求人及び参加人（行政不服審査法第１３条第４項に規定する参加人をい

う。以下同じ。） 

⑵ 請求者（当該請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。） 

⑶ 当該諮問に係る第７条第１項の決定について反対意見書を提出した第三者（当

該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。） 

４ 実施機関は、第１項の規定により審査会に諮問をしたときは、その議を経て、当

該審査請求についての裁決を行わなければならない。この場合において、当該実施

機関は、審査会の審査結果の答申を十分に尊重して処置しなければならない。 

５ 実施機関は、前項の規定による裁決を行ったときは、速やかに第３項各号に掲げ

る者にその旨を通知しなければならない。 

６ 前項の場合において、当該情報を公開する旨の裁決をしたときは、第８条の規定

を準用する。 

７ 第７条の３第３項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合につ

いて準用する。 

⑴ 第７条第１項の決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁 

  決 

⑵ 審査請求に係る情報を公開する旨の裁決（第三者である参加人が当該情報の公

開に反対の意思を表示している場合に限る。） 

（情報の整備等） 

第１２条 実施機関は、情報の整備及び閲覧等の手続の迅速化、その他この条例に基

づく事務の公正かつ能率的運営を図るために必要な施策を講ずるものとする。 

２ 実施機関は、情報の公開に関する制度の改善及び第１５条に規定する情報の提供

について、必要な施策を講ずる場合は、島本町情報公開・個人情報保護運営審議会

の意見を聴かなければならない。 

（利用者の責務） 

第１３条 この条例の規定により、情報の閲覧をし、又は情報の写しの交付を受けよ

うとする者は、第１条の目的に則し、適正な請求に努めるとともに情報の公開を受

けたときは、これによって得た情報を適正に用いなければならない。 

（運用状況の公表） 

第１４条 実施機関は、毎年、この条例の運用の状況について住民に公表するものと

する。 

（情報の提供） 

第１５条 実施機関は、町政に対する住民の理解を深めるとともに、町政への参加を

より推進するため、必要な情報を積極的に提供するよう努めなければならない。 

（適用除外） 

第１６条 この条例は、法令又は他の条例等に情報の閲覧等の手続が定められている

場合における当該閲覧等については適用しない。 

２ この条例は、前項に規定するもののほか、実施機関が図書館、行政資料コーナー

その他これらに類する施設において、住民の利用に供することを目的として管理し

ている図書、図画、記録等の当該情報の閲覧等については適用しない。 

（委任） 

第１７条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。 
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附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、昭和５９年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例は、次に掲げる情報について適用する。 

⑴ 昭和５７年４月１日以降に作成し、又は取得した情報 

⑵ 島本町文書取扱規程（昭和５８年訓令第１号）の規定により、保存期間が１０

年以上に定められている情報 

⑶ 前号に掲げる情報以外の情報で、整理の完了した情報及び人の生命、健康若し

くは心身の安全等人の生活に著しい影響を及ぼすことが明らかな情報で、公益上

公開することが必要と認められる情報 

（島本町手数料条例の一部改正） 

３ 島本町手数料条例（昭和３２年条例第２号）の一部を次のように改正する。 

〔次のよう〕略 

附 則（昭和６０年３月２０日条例第２号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、昭和６０年９月１日から施行する。 

附 則（昭和６２年３月１２日条例第１号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、昭和６２年４月１日から施行する。 

附 則（平成６年３月４日条例第１号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成６年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の際、改正前の島本町情報公開条例（昭和５８年条例第２４号）

第４条若しくは改正前の島本町個人情報保護条例（昭和６０年条例第２号）第１７

条第１項の規定による閲覧等の請求等又は改正前の島本町情報公開条例（昭和５８

年条例第２４号）第１１条第１項若しくは改正前の島本町個人情報保護条例（昭和

６０年条例第２号）第２３条第１項の規定による異議の申し立てがされている事件

の処置については、なお従前の例による。 

附 則（平成１５年９月２２日条例第１６号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成１６年１月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の際、現に改正前の島本町情報公開条例（昭和５８年島本町条例

第２４号。以下「情報公開条例」という。）第４条若しくは島本町個人情報保護条

例（昭和６０年島本町条例第２号。以下「個人情報保護条例」という。）第１７条

第１項の規定による閲覧等の請求又は情報公開条例第１１条第１項若しくは個人

情報保護条例第２３条第１項の規定による異議の申立てがされている事件の処置

については、なお従前の例による。 

附 則（平成２８年３月２９日条例第８号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 

（経過措置の原則） 



99 

 

２ 行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであって、この条例の施行前にさ

れた行政庁の処分又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係

るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。 

附 則（平成３０年１２月２１日条例第３２号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、平成３１年４月１日から施行する。 

附 則（令和元年１２月２４日条例第３２号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則（令和４年１２月２８日条例第２４号）抄 

（施行期日） 

第１条 この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

附 則（令和５年３月８日条例第１号）抄 

（施行期日） 

第１条 この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

   附 則（令和６年９月１３日条例第２３号）抄 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行の際、現になされている島本町情報公開条例第１１条の規定によ

る審査請求に係る島本町情報公開・個人情報保護審査会への諮問の手続については、

なお従前の例による。 
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○島本町情報公開条例施行規則 

 

昭和５９年３月３１日 

規則第１号 

 

（目的） 

第１条 この規則は、島本町情報公開条例（昭和５８年条例第２４号。以下「条例」

という。）の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。 

（用語の定義等） 

第２条 条例第３条第１号に規定する「情報」の公開の始期は、文書管理システム（通

信回線で結合した電子計算機を用いて、文書の作成、取得、処理、整理、保存、廃

棄その他の手続を行い、必要な情報を記録するものをいう。）に当該情報に係る必

要事項を登録した日以後とする。ただし、職員が組織的に用いるものとして、内部

検討に付された場合又は職務上取得した場合は、その時点以後とする。また、同号

に規定する「保存期間内」とは、実施機関において組織的に用いるものとして保有

している期間をいう。 

２ 条例第３条第２号に規定する「その他の団体」とは、住民で組織する団体をいう。

また、「その他町の行政に利害関係を有するもの」とは、他市町村に居住するもの

で、町の行政を執行するうえにおいて関係する個人若しくは団体及び町税に関する

納税義務者をいう。 

３ 条例第５条第１項第３号に規定する「著しい不利益を与えることが明らかな情

報」とは、公開することにより、当該法人又は事業を営む個人の取り引き、事業活

動、信用等に重大な損害を与えるおそれのあることが明らかに認められるものをい

う。また、同号ただし書の規定する「著しい影響をおよぼすことが明らかな情報」

とは、住民生活の保護等、公益が優先する必要のあることが明らかに認められるも

のをいう。 

４ 条例第５条第１項第４号に規定する「著しい支障を生じることが明らかな情報」

とは、事務又は事業の性質上、公開することにより、当該事務又は事業の目的を失

わせ若しくは円滑な実施が著しく困難にするものをいう。 

５ 条例第５条第１項第５号に規定する「著しい支障を生じることが明らかな情報」

とは、審議等の過程で、公開することにより住民に誤解を与えるおそれのあるもの

又は公開することにより、円滑な審議等を困難にするものをいう。 

６ 条例第５条第１項第６号に規定する「公共的団体」とは、法令等により設置され

た公社及び公団をいう。また、同号に規定する「著しい支障を生じることが明らか

な情報」とは、国等の発意又は町長と国等の協議に基づき、町長が作成し、又は取

得した情報で公開することにより、国等との協力関係が害されることが明らかなも

のをいう。 

７ 条例第５条第１項第７号に規定する「公開しないことが必要と認められる情報」

とは、公開しないことによつて人の生命、身体、財産の保護等、当該目的が有効か

つ能率的に行えるものをいう。 

８ 条例第５条第２項に規定する「一定の期間」とは、事務の執行上その目的が達成

されるまでの期間をいう。 

（情報分類基準） 

第３条 情報の公開、非公開に関する基準は別に定める島本町情報分類基準によるも
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のとする。 

（閲覧等の手続等） 

第４条 条例第６条第１項の規定による閲覧等の請求は、情報公開請求書（様式第１

号）により行うものとする。 

２ 前項による請求は、電話によることなく請求者本人が行うものとする。 

３ 条例第６条第３項の規定により補正を求めるときは、補正通知書（様式第２号）

により行うものとする。 

（閲覧等に対する決定通知等） 

第５条 条例第７条第３項の規定による決定期間の延長の通知は、決定期間延長通知

書（様式第３号）により行う。 

２ 条例第７条第３項及び第４項の規定による諾否の決定の通知は、次の各号に掲げ

る区分に応じ、それぞれ当該各号に定める様式により行うものとする。 

⑴ 請求のあった情報を公開する場合 公開決定通知書（様式第４号） 

⑵ 請求のあった情報の一部を公開する場合 一部公開決定通知書（様式第５号） 

⑶ 請求のあった情報を公開しない場合 非公開決定通知書（様式第６号） 

⑷ 請求のあった情報を保有していない場合 情報不存在による非公開決定通知

書（様式第７号） 

３ 条例第６条の２の規定により公開請求を拒否する場合は、情報存否応答拒否決定

通知書（様式第８号）により通知する。 

４ 条例第７条第４項の規定により期日をあらかじめ明示することができるときは、

実施機関は当該期日以後の請求者からの改めての請求に基づき公開の決定をする

ものとする。 

５ 前項の規定による期日の明示の有無にかかわらず、当該請求があった日から起算

して３か月以内に公開することができない理由がなくなったときは、実施機関は速

やかに公開の決定をするものとする。この場合において、当該情報の請求者は、改

めての請求を要しないものとする。 

（公開決定等の特例） 

第５条の２ 条例第７条の２の規定による通知は、情報公開決定等期間特例延長通知

書（様式第９号）により行う。 

（第三者に対する意見書提出の機会の付与等） 

第５条の３ 条例第７条の３第１項の規定により表示する事項は、次に掲げるとおり

とする。 

⑴ 閲覧等の請求があった日 

⑵ 閲覧等の請求に係る情報に記録されている当該第三者に関する情報の内容 

⑶ 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限 

２ 条例第７条の３第１項の規定により第三者（同項に規定する第三者をいう。）に

意見書を提出する機会を与える場合は、意見照会書（様式第１０号）により行うも

のとする。 

３ 条例第７条の３第２項の規定により表示する事項は、次に掲げるとおりとする。 

⑴ 閲覧等の請求があった日 

⑵ 条例第７条の３第２項の規定を適用する理由 

⑶ 閲覧等の請求に係る情報に記録されている当該第三者に関する情報の内容 

⑷ 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限 

４ 条例第７条の３第２項に規定する書面は、意見照会書（様式第１１号）とする。 
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５ 第２項及び前項の意見書には、情報公開決定等に係る意見書（様式第１２号）を

添付するものとする。 

６ 条例第７条の３第３項に規定する書面は、情報公開決定に係る通知書（様式第１

３号）とする。 

（閲覧の方法） 

第６条 情報を閲覧する者は、当該情報を丁寧に取り扱い、汚損し、又は破損しては

ならない。 

２ 情報を閲覧する者が、条例第８条第３項及び前項の規定に違反した場合、町長は、

情報の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。 

（写しの交付等） 

第７条 情報の写しの交付の請求に係る当該情報の写しの作成は、町長が別に定める

方法により行うものとする。ただし、交付部数は、請求者１人につき１部とする。 

（情報目録の様式等） 

第８条 条例第９条に規定する情報目録の作成は、町長が別に定める情報公開目録に

より行うものとする。 

２ 前項に規定するもののほか、情報目録の作成に関し必要な事項は、町長が別に定

める。 

（写しの交付に要する費用） 

第９条 条例第１０条に規定する情報の写しの交付に要する費用は、別に定める。 

（公開窓口） 

第１０条 情報目録の管理及び閲覧等の手続は、総合政策部において行うものとする。 

（審査請求等） 

第１１条 条例第１１条第１項に規定する審査請求は、情報閲覧等審査請求書（様式

第１４号）により行うものとする。 

２ 条例第１１条の２第１項に規定する諮問は、諮問書（様式第１５号）により行う

ものとする。 

３ 条例第１１条の２第３項の規定による通知は、諮問した旨の通知書（様式第１６

号）により行うものとする。 

４ 条例第１１条の２第５項に規定する通知は、情報閲覧等審査請求裁決書（様式第

１７号）により行うものとする。 

（運用状況の公表） 

第１２条 条例第１４条の規定による公表は、毎年１０月に町広報紙等により行うも

のとする。 

（委任） 

第１３条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。 

附 則 

この規則は、昭和５９年４月１日から施行する。 

附 則（昭和６０年９月９日規則第８号） 

この規則は、公布の日から施行し、昭和６０年９月１日から適用する。 

附 則（昭和６１年９月３０日規則第８号）抄 

（施行期日） 

１ この規則は、昭和６１年１０月１日から施行する。 

附 則（平成３年１１月９日規則第７号）抄 

１ この規則は、平成３年１１月１１日から施行する。 
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附 則（平成６年３月３１日規則第２号） 

この規則は、平成６年４月１日から施行する。 

附 則（平成６年９月３０日規則第８号） 

この規則は、平成６年１０月１日から施行する。 

附 則（平成８年３月１２日規則第１号） 

この規則は、平成８年４月１日から施行する。 

附 則（平成８年５月３１日規則第１０号） 

この規則は、平成８年６月１０日から施行する。 

附 則（平成１５年１２月２９日規則第１４号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成１６年１月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行日前に、この規則による改正前の島本町情報公開条例施行規則の

規定によりなされた請求その他の手続に係る処置については、なお従前の例による。 

附 則（平成１７年５月１９日規則第１２号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成１８年３月３１日規則第８号）抄 

（施行期日） 

１ この規則は、平成１８年４月１日から施行する。 

附 則（平成２５年３月２８日規則第１３号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成２５年３月２９日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際現に決裁処理過程にある通知の処理については、なお従前の

例による。 

附 則（平成２６年３月３１日規則第６号）抄 

（施行期日） 

１ この規則は、平成２６年４月１日から施行する。 

附 則（平成２６年３月３１日規則第２３号） 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際現に決裁処理過程にある通知の処理については、なお従前の

例による。 

附 則（平成２６年１２月１８日規則第３４号） 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際現に決裁処理過程にある意見書の処理については、なお従前

の例による。 

附 則（平成２８年３月３１日規則第７号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成２８年４月１日から施行する。 

（経過措置） 
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２ 行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行前にさ

れた行政庁の処分又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係

るものについては、なお従前の例による。 

３ この規則の施行の際、第１条の規定による改正前の島本町情報公開条例施行規則、

第２条の規定による改正前の島本町個人情報保護条例施行規則、第３条の規定によ

る改正前の島本町税条例施行規則、第５条の規定による改正前の島本町ふれあいセ

ンター条例施行規則、第６条の規定による改正前の島本町児童福祉法施行細則、第

７条の規定による改正前の島本町ひとり親家庭等児童福祉金支給条例施行規則、第

８条の規定による改正前の島本町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援

するための法律施行細則、第９条の規定による改正前の島本町やむを得ない事由に

よる障害福祉サービス等の措置に関する規則、第１０条の規定による改正前の島本

町難病者福祉金支給条例施行規則、第１１条の規定による改正前の島本町介護保険

条例施行規則、第１２条の規定による改正前の島本町あき地等の清潔保持に関する

条例施行規則、第１３条の規定による改正前の島本町森林等の保全及び活用に関す

る条例施行規則、第１４条の規定による改正前の島本町生活環境美化に関する条例

施行規則、第１５条の規定による改正前の島本町企業立地促進条例施行規則、第１

６条の規定による改正前の島本町液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に

関する法律施行細則、第１７条の規定による改正前の島本町高圧ガス保安法施行細

則及び第１８条の規定による改正前の島本町火薬類取締法施行細則に規定する様

式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用す

ることができる。 

附 則（平成３０年３月３０日規則第８号） 

この規則は、平成３０年４月１日から施行する。 

附 則（令和２年３月３日規則第４号） 

この規則は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則（令和４年３月３１日規則第２１号） 

この規則は、令和４年４月１日から施行する。 

附 則（令和５年４月１１日規則第２６号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（令和６年９月１３日規則第３１号） 

 この規則は、公布の日から施行する。 
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○島本町情報公開・個人情報保護審査会条例 

 

昭和５８年１２月２８日 

条例第２５号 

 

（設置） 

第１条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１３８条の４第３項の規定に基づ

き、島本町情報公開・個人情報保護審査会（以下「審査会」という。）を置く。 

（定義） 

第１条の２ この条例において「実施機関」とは、島本町情報公開条例（昭和５８年

島本町条例第２４号）第３条第３号に規定する実施機関及び島本町個人情報の保護

に関する法律施行条例（令和４年島本町条例第２４号）第２条第２項に規定する実

施機関並びに議会をいう。 

（所掌事務） 

第２条 審査会は、島本町情報公開条例第１１条の２第１項及び個人情報の保護に関

する法律（平成１５年法律第５７号）第１０５条第３項の規定により読み替えて準

用する同条第１項並びに島本町議会の個人情報の保護に関する条例（令和５年島本

町条例第１号）第４５条の規定による実施機関からの諮問に応じて審査し、速やか

に答申するように努めなければならない。 

（委員） 

第３条 審査会は、委員５人をもって組織し、町長が議会の同意を得て選任する。 

２ 委員の任期は４年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の

残任期間とする。 

３ 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同

様とする。 

４ 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動

をしてはならない。 

（会長等） 

第４条 審査会に会長を置き、委員の互選により定める。 

２ 会長の任期は、委員の任期による。 

３ 会長は、会務を総理する。 

４ 会長に事故あるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。 

（会議） 

第５条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。 

２ 審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。 

３ 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは議長の

決するところによる。 

４ 審査会は、審査を行うため必要があると認めたときは、委員以外の者の出席を求

め、説明又は意見を聴くことができる。 

（庶務） 

第６条 審査会の庶務は、総合政策部において処理する。 

（罰則） 

第７条 第３条第３項の規定に違反した者は、１年以下の懲役又は５０万円以下の罰

金に処する。 
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（委任） 

第８条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が定

める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、昭和５９年４月１日から施行する。 

（特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

２ 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（昭和４５年条例

第２７号）の一部を次のように改正する。 

〔次のよう〕略 

附 則（昭和６０年３月２０日条例第３号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、昭和６０年９月１日から施行する。 

附 則（昭和６１年９月３０日条例第２２号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、昭和６１年１０月１日から施行する。 

附 則（平成３年９月２７日条例第１１号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、平成３年１１月１１日から施行する。 

附 則（平成６年３月４日条例第１号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、平成６年４月１日から施行する。 

附 則（平成１６年３月３０日条例第７号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成１７年９月１３日条例第１５号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成１８年１月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例によ

る。 

附 則（平成１８年３月３０日条例第８号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、平成１８年４月１日から施行する。 

附 則（平成２６年１月１６日条例第１号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２６年４月１日から施行する。 

附 則（平成２８年３月２９日条例第７号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則（平成２８年３月２９日条例第８号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 

（経過措置の原則） 

２ 行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであって、この条例の施行前にさ
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れた行政庁の処分又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係

るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。 

附 則（令和元年１２月２４日条例第３２号） 

（施行期日） 

１ この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

（島本町個人情報保護審査会条例及び島本町個人情報保護運営審議会条例の廃止） 

２ 次に掲げる条例は、廃止する。 

⑴ 島本町個人情報保護審査会条例（昭和６０年島本町条例第３号） 

⑵ 島本町個人情報保護運営審議会条例（昭和６０年島本町条例第４号） 

（島本町行政の説明責任に関する基本条例の一部改正） 

３ 島本町行政の説明責任に関する基本条例（平成１６年島本町条例第５号）の一部

を次のように改正する。 

〔次のよう〕略 

（島本町情報公開条例の一部改正） 

４ 島本町情報公開条例（昭和５８年島本町条例第２４号）の一部を次のように改正

する。 

〔次のよう〕略 

（島本町個人情報保護条例の一部改正） 

５ 島本町個人情報保護条例（昭和６０年島本町条例第２号）の一部を次のように改

正する。 

〔次のよう〕略 

（島本町行政不服審査会条例の一部改正） 

６ 島本町行政不服審査会条例（平成２８年島本町条例第７号）の一部を次のように

改正する。 

〔次のよう〕略 

（特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

７ 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（昭和４５年島本

町条例第２７号）の一部を次のように改正する。 

〔次のよう〕略 

附 則（令和４年１２月２８日条例第２４号）抄 

（施行期日） 

第１条 この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

附 則（令和５年３月８日条例第１号）抄 

（施行期日） 

第１条 この条例は、令和５年４月１日から施行する。 
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○島本町情報公開・個人情報保護運営審議会条例 

 

昭和５８年１２月２８日 

条例第２６号 

 

（設置） 

第１条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１３８条の４第３項の規定に基づ

き、島本町情報公開・個人情報保護運営審議会（以下「審議会」という。）を置く。 

（定義） 

第１条の２ この条例において「実施機関」とは、島本町情報公開条例（昭和５８年

島本町条例第２４号）第３条第３号に規定する実施機関及び島本町個人情報の保護

に関する法律施行条例（令和４年島本町条例第２４号）第２条第２項に規定する実

施機関並びに議会をいう。 

（所掌事務） 

第２条 審議会は、実施機関の諮問に応じて、次に掲げる事項について、調査、審議

し、意見を具申するものとする。 

⑴ 島本町情報公開条例第１２条第２項及び島本町行政の説明責任に関する基本

条例（平成１６年島本町条例第５号）第４条第２項に規定する必要な事項 

⑵ 島本町個人情報の保護に関する法律施行条例第６条の規定による諮問に関し

必要な事項 

⑶ 島本町議会の個人情報の保護に関する条例（令和５年島本町条例第１号）第５

０条の規定による諮問に関し必要な事項 

⑷ その他情報公開及び個人情報の保護に関し重要な事項 

２ 審議会は、前項の規定にかかわらず情報公開及び個人情報の保護に関し、必要に

応じて、町長に意見を述べることができる。 

（委員） 

第３条 審議会は、委員１０人以内をもって組織し、町長が委嘱する。 

２ 委員の任期は４年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の

残任期間とする。 

３ 委員は、職務上知り得た個人情報の秘密を漏らしてはならない。その職を退いた

後も、また同様とする。 

（会長等） 

第４条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。 

２ 会長の任期は、委員の任期による。 

３ 会長は、会務を総理する。 

４ 会長に事故あるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。 

（会議） 

第５条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。 

２ 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。 

３ 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは議長の

決するところによる。 

４ 審議会は、審議を行うため必要があると認めたときは、委員以外の者の出席を求

め、説明又は意見を聴くことができる。 

（庶務） 
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第６条 審議会の庶務は、総合政策部において処理する。 

（委任） 

第７条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が定

める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、昭和５９年４月１日から施行する。 

（特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

２ 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（昭和４５年条例

第２７号）の一部を次のように改正する。 

〔次のよう〕略 

附 則（昭和６０年３月２０日条例第４号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、昭和６０年９月１日から施行する。 

附 則（昭和６１年９月３０日条例第２２号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、昭和６１年１０月１日から施行する。 

附 則（平成３年９月２７日条例第１１号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、平成３年１１月１１日から施行する。 

附 則（平成１６年３月３０日条例第５号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成１６年３月３０日条例第８号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成１８年３月３０日条例第８号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、平成１８年４月１日から施行する。 

附 則（平成２６年１月１６日条例第１号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２６年４月１日から施行する。 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２６年４月１日から施行する。 

附 則（令和元年１２月２４日条例第３２号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則（令和４年１２月２８日条例第２４号）抄 

（施行期日） 

第１条 この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

附 則（令和５年３月８日条例第１号）抄 

（施行期日） 

第１条 この条例は、令和５年４月１日から施行する。 
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住民の求めに応じた情報の提供に関する要領 

 

（令和 ３ 年 ６ 月２５日）  

 

（目的） 

第１条 この要領は、島本町情報公開条例（昭和５８年島本町条例第２４号。以下「条

例」という。）第１５条の情報の提供のうち、住民の求めに応じた情報の提供につい

て、必要な事項を定めるものとする。 

 

（住民の求めに応じた情報の提供の手続） 

第２条 情報を管理する課等（以下「所管課等」という。）の長は、その保有する情報

について住民から閲覧又は写しの交付の求め（以下本条において「情報の提供の申出」

という。）があった情報のうち、次条に規定する情報（以下「提供可能情報」という。）

については、条例第６条に定める閲覧等の請求（以下「公開請求」という。）の手続

によることなく、閲覧に供し、又は写しを交付することができる。 

２ 情報の提供の申出は、原則として住民が来庁した場合に限り、行うことができるも

のとする。 

３ 第１項の規定にかかわらず、所管課等において、情報の提供の可否等について直ち

に判断できないときは、その旨を住民に伝え、公開請求の手続を案内するものとする。 

 

（対象情報） 

第３条 提供可能情報は、次の各号のいずれかに該当する情報とする。 

(1) 過去に公開請求があり全部公開した情報で、申出を受けた時点においても明らか

に判断が変わらない情報 

(2) 既に公表されている情報のみが記載されている情報 

(3) その他条例第５条第１項各号に規定する非公開情報が含まれていないことがた

だちに判断できる情報 

 

（提供の場所） 

第４条 提供可能情報の提供は、原則として所管課等の職員が所管課等の執務室又は文

化・情報コーナーにおいて行う。 

 

（写しの交付） 

第５条 提供可能情報の写しの交付の部数は、申出１件につき１部とする。 

 

（費用負担） 

第６条 所管課等が提供可能情報の写しを交付する場合、これに要する費用は、住民の

負担とする。ただし、次に掲げる情報の写しを交付する場合は、この限りでない。 
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(1) 広報や普及啓発を目的に作成された情報 

(2) 住民に法令、行政手続き、行政サービス等の内容を説明するために必要な情報 

(3) 審議会等の配布資料の残りなど無料で提供することが適当と認められる情報 

 

（適用除外） 

第７条 この要領は、実施機関が図書館、文化・情報コーナーその他これらに類する施

設において、住民の利用に供することを目的として管理している図書、図面、記録等

については適用しない。 

 

附 則 

この要領は、令和３年６月２５日から施行する。 
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島本町審議会等の会議の公開に関する指針 

 

１ 目的 

  この指針は、審議会等の会議を公開することにより、透明かつ公正な会議の運

営を図り、住民の町政に対する理解を深めるとともに、町政の諸活動を住民に説

明する責務を果たし、もって住民の参画による協働のまちづくりを推進すること

を目的とする。 

 

２ 対象 

  この指針の対象となる審議会等は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第

１３８条の４第３項の規定に基づき、町長その他の執行機関に置かれる附属機関

とする。ただし、附属機関以外の会議が、当該会議の判断により、この指針の規

定の全部又は一部を準用することを妨げない。 

 

３ 会議の公開基準 

  審議会等の会議は、原則として公開する。ただし、次のいずれかに該当すると

きは、この限りでない。 

⑴ 法令等の規定により会議を公開することができないとされているとき 

⑵ 会議が専ら審査請求、調停その他紛争の処理に係るものであるとき 

⑶ 審議会等の人事に関し審議するとき 

⑷ 島本町情報公開条例（昭和５８年島本町条例第２４号）第５条に規定する非

公開情報（以下「非公開情報」という。）に関し審議するとき 

⑸ その他、会議を公開することにより、公正かつ円滑な審議が著しく阻害され

、会議の目的が達成できないと認められるとき 

 

４ 会議を非公開で行う場合の手続 

⑴ 審議会等は、前項に定める基準に基づき、会議の全部又は一部を公開しない

ときは、審議会等の長が会議に諮って決定する。ただし、次のいずれかに該当

するときは、審議会等の事務局があらかじめこれを決定し、会議に報告するも

のとする。 

 ア 前項第１号から第３号までのいずれかに該当することが明らかなとき 

 イ 審議会等の長が選出されていないとき 

⑵ 審議会等は、会議の全部又は一部を公開しないときは、その理由を明らかに

しなければならない。 

 

５ 会議開催の公表 

⑴ 審議会等は、公開で行う会議を開催するときは、開催予定日の１週間前まで

に、町ホームページへの掲載により、会議開催について公表するものとする。

ただし、緊急に会議を開催する必要があり、公表する暇がないと認めるときは

、この限りでない。 

⑵ 会議開催の公表事項は、おおむね次のとおりとする。 

  ア 会議の名称 

  イ 会議の開催日時及び場所 
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ウ 予定している議題 

  エ 傍聴定員及び手続 

  オ 問合せ先 

    カ その他審議会等の長が必要と認める事項 

 ⑶ 第１号の規定は、審議会等が、当該審議会等の判断により、町ホームページ

への掲載に加え、他の適当な方法により会議の開催について公表することを妨

げない。 

 

６ 会議の傍聴 

⑴ 会議の公開は、会場に傍聴席を設け、傍聴を希望する者に許可することによ

り行うものとする。 

⑵ 傍聴定員は、前項に基づく公表に際し、会場の都合等を勘案して、５人を下

回らない範囲で審議会等が定める人数とする。 

⑶ 傍聴の申込の受付（以下この項において「受付」という。）は、会議の会場の入口

において、当該会議の開始時刻１５分前から先着順により行う。ただし、会場の都

合その他特段の事情があるときは、前項に基づく公表に際して、他の適当な受付場

所又は受付開始時刻を指定することができるものとする。 

⑷ 受付の開始時に傍聴を希望する者の人数が傍聴定員を超えているときは、それら

の者の中から、抽選により傍聴の申込ができる者を決定する。ただし、傍聴定員を

僅かに超えた場合において、傍聴席の増設が可能であるときは、審議会等の判断に

より、当該定員を超えた人数の範囲内で傍聴定員を増やすことができる。 

⑸ 傍聴の申込は、傍聴希望申出書（様式第１号）を所定の受付箱に投函し、又は

審議会等が指定する他の適当な方法により審議会等の長に提出することにより

行う。 

⑹ 傍聴の許可は、審議会等の長が会議に諮って決定する。この場合において、次の

いずれかに該当する者は、傍聴を許可しないものとする。 

ア 凶器等、他人に危害を与えるおそれのある物を携帯している者 

イ 旗・のぼり・プラカ－ド等の示威行為のための物を携帯している者 

ウ 酒気を帯びていると認められる者 

エ その他、会議を妨害し、他人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者 

⑺ 会議の開始後における受付は、認めない。ただし、会議の休憩時において傍聴を

希望する旨の申出があり、審議会等の長が会議に諮って認めたときは、この限りで

ない。 

⑻ 審議会等は、次項に定める遵守事項を会場に掲示又は配布することにより傍

聴者に周知し、会議の開催中における会場の秩序の維持に努めるものとする。 

⑼ 審議会等の長は、傍聴者が次項に定める遵守事項に違反したときは、注意を与え、

これに従わないときは退場を命じることができる。 

 

７ 傍聴者の遵守事項 

傍聴者の守るべき事項は、次のとおりとする。 

 ⑴ 会議開催中は、静粛に傍聴することとし、拍手その他の方法により公然と可否を

表明しないこと。 

⑵ 騒ぎ立てること等、議事を妨害しないこと。 
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⑶ 会場において、飲食又は喫煙をしないこと。 

⑷ 他の傍聴者の迷惑になるような行為をしないこと。 

⑸ 携帯電話は、電源を切るかマナーモードに設定し、会場内での通話は行わないこ

と。 

⑹ 会場において、写真撮影、録画、録音等を行わないこと。ただし、審議会等の長

の許可を得た場合は、この限りでない。 

⑺ 傍聴者は、審議会等の長及び事務局の指示に従うこと。 

⑻ 会議の途中において非公開の決定がなされたときは、直ちに退場すること。 

⑼ その他会場の秩序を乱し、会議の支障となる行為をしないこと。 

 

８ 資料の閲覧等  

⑴ 審議会等は、会議の公開に当たっては、当該会議に付される資料を傍聴者の

閲覧に供するものとする。ただし、当該資料に非公開情報が含まれているとき

は、この限りでない。 

⑵ 閲覧用の資料は、原則として傍聴定員と同数を用意する。ただし、次のいず

れかに該当するときは、この限りはない。 

 ア 資料が大量であり、作成に要する経費負担が大きいとき 

 イ 資料が図書等で作成が困難であるとき 

 ウ 資料を会場に設置したモニター等に投影するとき 

⑶ 閲覧用の資料が不足するときは、複数人で閲覧するものとする。 

⑷ 審議会等は、会議終了の際に傍聴者から申し出があったときは、閲覧用の資

料を当該傍聴者に配付することができる。ただし、審議会等の長が、資料を回

収する必要があると判断したときは、この限りでない。 

⑸ 審議会等は、会議の終了後速やかに、傍聴者の閲覧に供した資料を町ホーム

ページへの掲載により公表するものとする。 

⑹ 前号の規定は、審議会等が、当該審議会等の判断により、町ホームページへ

の掲載に加え、他の適当な方法により傍聴者の閲覧に供した資料について公表

することを妨げない。 

 

 

９ 会議録の公表 

⑴ 審議会等は、会議の終了後１か月以内に、次に掲げる事項を記載した会議録

（様式第２号）を作成し、町ホームページへの掲載により、公表するものとす

る。この場合において、公表する会議録に非公開情報を記載してはならず、や

むを得ず非公開情報を含む会議録を加工して公表しなければならない場合にお

いても、電子データへの黒塗り処理をしてはならない。 

  ア 会議の名称 

  イ 開催日時 

    ウ  開催場所 

  エ 公開の可否 

  オ 傍聴者数（公開の場合） 

  カ 非公開の理由（会議の全部又は一部を非公開とした場合） 

  キ 出席者 
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  ク 議題 

  ケ 決定事項等 

  コ 審議等の内容 

  サ 配布資料 

  シ その他必要な事項 

 ⑵ 審議会等は、特に必要と認めるときは、前号に定める要件を満たす任意の様

式により会議録を作成することができる。 

 ⑶ 会議録を公表する期間は、会議を開催した日が属する年度の翌年４月１日か

ら起算して３年間とし、審議会等が必要と認めるときはこれを延長するものと

する。 

 ⑷ 第１号の規定は、審議会等が、当該審議会等の判断により、町ホームページ

への掲載に加え、他の適当な方法により会議録を公表することを妨げない。 

 

１０ 適用除外 

 ⑴ この指針は、会議の公開に関し法令等に特別の定めがある場合における当該

審議会等の会議の公開については適用しない。 

 ⑵ 第３項から第８項まで及び第９項第１号ウからカまでの規定は、書面会議（

会議の構成員その他出席者が対面の方法によらず、文書（電子資料を含む。）

を媒体として意思を伝達する方法により開催する会議をいう。）により会議を

開催する場合においては適用しない。 

 

１１ その他 

⑴ この指針に定めるもののほか、会議の公開に関し必要な事項は、各審議会等

が定める。 

 

 

附 則  

この指針は、平成１６年 ４ 月 １ 日から施行する。 

附 則 

 この指針は、平成２５年 １ 月 ９ 日から施行する。 

附 則 

 この指針は、令和 ２ 年 ４ 月 １ 日から施行する。 

   附 則 

 この指針は、令和 ７ 年 ４ 月 １ 日から施行する。 

附 則 

 この指針は、令和 ７ 年 １０ 月 ７ 日から施行する。 

 


